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第１６回西和賀町議会決算審査特別委員会 

 

令和７年９月９日（火） 

 

 

午前 ９時３０分 開   議 

委員長 出席委員数は全員であります。 

  会議は成立をしております。 

  ただいまから令和６年度西和賀町各会計決算

についての決算審査特別委員会３日目を開会し

ます。 

  次に、内記町長及び柿崎教育長より提出され

ております説明員は着席のとおりでありますの

で、氏名の呼称は省略いたします。 

  なお、あらかじめ申し上げておきますが、最

終日に行う総括質疑にあっては、複数の課にわ

たる決算に関する質疑、複数の会計に関係する

質疑及び全体を通しての総括的な質疑を許すこ

ととします。このため、各課ごとの際に質問し

忘れた、再度確認したいなどの理由による質問

は、これを認めませんので、ご協力をお願いし

ます。 

  特別委員会に出席した説明員の答弁に当たっ

て、課長代理まで答弁できることとしておりま

すが、答弁する説明員は挙手し、当職の許可を

得てから答弁するようにしてください。 

  暑い場合、上着を脱いでも構いません。適宜

対応願います。 

  改めて、委員各位と執行機関の皆さんの議事

進行に対するご協力をお願いします。 

  初めに、町民課の審査を行います。町民課が

所管するのは、２款総務費、３款民生費、４款

衛生費であります。 

  町民課長より決算の概要説明を求めます。 

  町民課長。 

町民課長 町民課です。よろしくお願いします。

町民課で所管する事務は、光放送、交通、防犯、

住基、戸籍、火葬場、ごみ、し尿処理、庁舎管

理が主な業務となります。 

  それでは、町民課抜粋の決算書に沿って概要

を説明いたします。 

  ７ページをお開きください。２・１・５財産

管理費ですが、本項は庁舎の維持管理、公用車

の維持管理費用となります。庁舎、公用車とも

適正に維持管理できたと考えております。なお、

10節需用費、不用額92万円ですが、主な不用額

の内容ですけれども、光熱水費、公用車の燃料

費の残となります。 

  ９ページをお開きください。２・１・６企画

費ですが、本項は光放送に関する経費ですが、

適正に維持管理できたと考えております。事業

の詳細については、決算附属資料に掲載してあ

るとおりです。なお、14節工事請負費、不用額

121万円ですが、不用額の主なものは事業完了

により生じた事業残になります。 

  続いて、２・１・７交通安全対策費ですが、

本項は交通安全に関する経費ですが、交通指導

隊、交通安全協会沢内支会、湯田支会、その他

の関係団体とも連携し、適正に事務執行できた

と考えております。11ページをお開きください。

なお、18節負担金、補助及び交付金で不用額15万

円が生じておりますが、これは当初予算に計上

していた高齢者緊急発進抑制装置設置事業にお

いて申請がなく、事業残が生じたものです。 

  続きまして、２・３・１戸籍住民基本台帳費

ですが、本項は住民票等の発行に伴う窓口業務

に関する経費ですが、適正に事務執行できたと

考えています。なお、12節委託料、不用額385万

円ですが、不用額で大きいのは、国のスケジュ

ール変更に伴って当初予定していた事業が延期

になったことや、事業完了により生じた事業残
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ということになります。 

  続いて、15ページをお開きください。３・１

・１社会福祉総務費ですが、本項は人権擁護、

消費者行政、遺族会などの経費で、いずれも適

正に執行できたと考えております。なお、18節

負担金、補助及び交付金で不用額31万円が生じ

ておりますが、これは主に消費者行政事務受託

事業の事業完了により生じた事業残になります。

これは、人口数あるいは相談件数で負担金の額

が変動するためです。 

  17ページをお開きください。３・１・４防犯

対策費ですが、本項は防犯に関する経費で、防

犯協会、防犯隊とも連携し、適正に事務執行で

きたと考えております。事業の詳細については、

決算附属資料に記載してあるとおりです。 

  続いて、３・４・１国民年金事務費ですが、

本項は国民年金に関する経費で、適正に事務執

行できたと考えております。事業の詳細につい

ては、決算附属資料に記載してあるとおりです。 

  19ページをお開きください。４・１・２予防

費ですが、本項は狂犬病の予防接種に関する経

費で、適正に事務執行できたと考えております。 

  続いて、４・１・３環境衛生費ですが、本項

は火葬場に関する経費で、適正に事務執行でき

たと考えております。事業の詳細については、

決算附属資料に記載してあるとおりです。 

  ４・１・４公害対策費ですが、本項は環境施

策に関する経費で、適正に事務執行できたと考

えております。 

  ４・２・１ごみ処理費ですが、本項はごみ処

理に関する経費で、適正に事務執行できたと考

えております。なお、10節需用費、不用額57万

円ですが、不用額の主なものは光熱水費、公用

車の修繕料の事業残となります。事業の詳細に

ついては、決算附属資料に記載してあるとおり

です。21ページをお開きください。12節委託料、

不用額で、189万円不用が生じておりますが、

不用額の主なものは事業完了により生じた事業

残になります。これも処理数量などによって委

託費等に変動があるため、それの事業残という

ことになります。 

  ４・２・２し尿処理費ですが、本項はし尿処

理に関する経費で、適正に事務執行できたと考

えております。なお、12節委託料、不用額55万

円ですが、不用額の主なものは事業完了により

生じた事業残になります。事業の詳細について

は、決算附属資料に記載してあるとおりです。 

  次に、歳入についてご説明をいたします。１

ページをお開きください。14・２・１・１総務

管理費負担金ですが、ＩＰ告知端末設置負担金

は新規に告知端末を設置した方からの負担金に

なりますが、今回は移住定住促進住宅等の新築

などもあり、例年より新規設置数が増加してい

るものです。事業の詳細については、決算附属

資料に記載してあるとおりです。 

  続いて、15・１・１・１総務管理費使用料で

すが、情報通信基盤施設宅内設備使用料、これ

もいわゆるＩＰ告知の端末使用料のことを指し

ていますが、この項目で収入未済が発生してお

りますが、債権管理にはさらに適正に努めたい

と考えているところです。 

  続きまして、15・１・３・１保健衛生費使用

料ですが、事業の詳細については決算附属資料

に記載してあるとおりです。 

  続いて、15・２・１・３戸籍住民基本台帳費

手数料ですが、事業の詳細については決算附属

資料に記載してあるとおりです。 

  主な歳入は以上ですが、このほか事業推進の

ために国県補助金などを充当しながら事業を進

めてきたところです。 

  以上で町民課の決算の概要説明を終了しま

す。 

委員長 町民課長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。初めに、歳入に関

する質疑を一括で許します。質疑ありませんか。 

  真嶋委員。 

２番  ２ページの今説明があったＩＰ告知端末

設置の負担金ですけれども、移住定住促進住宅
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に対するものという説明がありましたけれども、

これについては個々の入居者の皆さんから負担

をいただいているのでしょうか。また、転居な

どがあった後の処理はどのようになるかお知ら

せください。 

委員長 町民課長。 

町民課長 これは町で設置をしておりますし、転

居する際も必要がなければ、そのまま設置して

おくということになります。 

  以上です。 

委員長 町民課長、起立で発言をお願いします。 

町民課長 大変申し訳ありません。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 次に、歳出に関し、ページごとに審査を

進めます。 

  ７ページから８ページ、質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 ９から10ページ、質疑ありませんか。 

  髙橋宏委員。 

８番  私からは１点といいますか、企画費の需

用費の修繕料の312万4,000円、告知端末の修繕

費だったということでいいのでしょうか。だと

すると、思うのですけれども、昨年度が500万

ということで、かなりそういう意味では改善し

ていますけれども、改善した理由とか修繕内容

についてお伺いします。 

委員長 町民課長。 

町民課長 昨年は、皆さんご承知のとおり、積雪

が非常に多かったということで、雪害もあって、

そのために費用がかさ増しになっているという

ことです。 

  以上です。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  かなり改善になったのはそのとおりです

けれども、それでも告知端末に関して議会のほ

うで報告会やったときにも、ちょっと聞こえな

いというような話があったのですけれども、や

はりそこの修繕内容としては、町民からそうい

う聞こえが悪いとか、そういうことでの修繕と

いうことでいいのでしょうか。 

委員長 町民課長。 

町民課長 主にはそういった内容になります。 

  以上です。 

委員長 真嶋委員。 

２番  工事請負費でございますけれども、これ

附属資料の60ページ、地域情報通信基盤施設管

理費に当たる部分かと思いますけれども、詳し

く説明していただいたのですけれども、光ケー

ブル等々の移設等の原因が多岐にわたっており

まして、その中で高速道路の関係、今回は耐震

工事に伴いというようなことですけれども、今

後高速道路の拡幅等の工事なども出てくるかと

思いますが、そういう場合もあり得るのかとい

うことと、この費用については町の持ち出しに

なるのかということをお伺いします。 

委員長 町民課長。 

町民課長 高速道路関連に関しましては、今後も

工事が発生する可能性がありますし、それから

費用については、基本的にネクスコのほうで持

ってもらっているということです。 

  以上です。 

委員長 ほかにありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。11ページ、12ページ、質疑あ

りませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。13、14ページ、質疑ありませ

んか。 

  真嶋委員。 

２番  ここでは、業務委託料等が計上されてお

りますけれども、キオスク端末の利用状況につ

いてお伺いします。 

委員長 町民課長。 

町民課長 決算附属資料176ページに記載があり

ますが、現在キオスク端末については、川舟郵

便局に設置してある１機のみということになり

ます。今取れるのが住民票と印鑑証明だけとい
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うことになりますが、住民票についてはキオス

ク端末で発行したものが７、それから印鑑登録

については13ということになっています。 

  以上です。 

委員長 真嶋委員。 

２番  キオスク端末については非常に新しく、

またこれから利用について期待される部分では

ありますけれども、現状としてはちょっと利用

がまだ少ないのかなという感じがしております

けれども、この利用拡大に向けて何らかの措置

を取ることは考えていますか。 

委員長 町民課長。 

町民課長 現状取扱件数が低いのは、川舟１か所

というふうなことも要因としてあると考えてお

りまして、次年度以降コンビニ交付に向けて実

施できないかということを今協議しているとこ

ろです。 

  以上です。 

委員長 真嶋委員。 

２番  コンビニ交付に向けてということですけ

れども、それは基本的には川舟郵便局の利用で

きる機能が拡大するということですか。ちょっ

と詳しく教えていただければ。 

委員長 町民課長。 

町民課長 川舟郵便局の機能が拡大するというこ

とではなくて、町外のいわゆるコンビニエンス

ストアでも住民票や印鑑証明が取れないかとい

うことを検討しているということです。当然な

がら費用もかかる話ですし、町民課だけでやり

たいですというわけにもいきませんので、その

財政的な側面も含めて現在協議しているという

ことです。 

  以上です。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。15、16ページ、質疑ありませ

んか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。17、18ページ、質疑ありませ

んか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。19、20ページ、質疑ありませ

んか。 

  髙橋宏委員。 

８番  私からは、にしわが斎苑の指定管理料に

ついて、附属の179ページにも資料があるので

すけれども、今年の火葬場、葬儀場、待合室の

利用件数、昨年、令和５年度の使用と比べます

と、ほとんどどれも件数が多くなっております。

件数が多くなってきているという状況の中で、

それぞれ火葬場、葬儀場、待合室の利用が、町

民からの利用申込みがあった場合重複してしま

って、町民に待っていただいたというような事

例はあったのでしょうか、お願いします。 

委員長 高橋茂和課長代理。 

町民課長代理 お答えいたします。 

  もちろんやはり火葬の申込みということで、

偶然に重なってしまうということは多々ござい

ました。もちろん待機していただくということ

も発生しておりますが、言葉は悪いのですけれ

ども、早い者勝ちといいますか、そういった形

で申込みがあり、そこは埋まっていますという

お話を丁寧にさせていただいて、日程を変更し

ていただいたりというような対策は取っており

まして、住民の皆さんの協力を得ながら、なる

べく待機にはならないような日程調整をしてい

こうというふうには努めておりました。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  そういう場合、当然対応するのは、個人

のほうで対応するということで、それぞれ葬儀

挙げる場合とか、いわゆるお寺さんとか様々あ

ると思うのですけれども、そういうのも含めて

の対応は、あくまでも住民のほうで対応してく

ださいということになっていくということです

よね。 

委員長 高橋課長代理。 

町民課長代理 現状では、住民の皆様への協力と

いう形でお願いしているところです。 
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委員長 髙橋宏委員。 

８番  確認ですけれども、担当課で把握してい

るか分かりませんけれども、北上とか近隣市町

村に回ったというような例はあったのでしょう

か。 

委員長 高橋課長代理。 

町民課長代理 正確には把握はしておりませんけ

れども、ここができないので北上とか近隣に回

ったというお話は聞いておりませんでした。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。21、22ページ、質疑ありませ

んか。 

（なしの声） 

委員長 それでは、全体を通して質問し忘れ等あ

りませんか。 

（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りをいた

します。 

  これで町民課が所管する一般会計の審査をひ

とまず終了したいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  ここで町民課への審査をひとまず終了し、次

の農林課の審査に移るため、10時５分まで休憩

いたします。 

午前 ９時５３分 休   憩 

午前１０時０５分 再   開 

委員長 休憩を解き、農林課の審査を行います。 

  農林課が所管するのは２款総務費、６款農林

水産業費、11款災害復旧費であります。 

  農林課長より決算の概要説明を求めます。 

  農林課長。 

農林課長 おはようございます。農林課でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、令和６年度の農林課決算の概要に

つきまして説明をさせていただきます。 

  歳出抜粋資料の７から12ページを御覧くださ

い。６款農林水産業費、１項農業費、２目農業

総務費は、主に職員の給料、職員手当のほか、

農政推進協議会、岩手県農業大学校後援会及び

岩手県農業会議への負担金に関わる支出となっ

ております。 

  ３目農業振興費の１節報酬から８節旅費まで

は、産業間連携推進会議委員、地域おこし協力

隊及び農業担い手支援員に関わる支出となって

おります。着座にてお話しさせていただきたい

と思います。 

  ９から12ページを御覧ください。10節需用費

から13節使用料及び賃借料は、公用車両に関わ

る経費をはじめとする事務経費が主な内訳とな

っております。 

  18節負担金、補助及び交付金は、農業関係団

体に対する負担金及び補助金のほか、農業団体

等が実施する事業補助金となっております。主

な事業の概要は、大根一本漬加工製造支援補助

金598万700円、経営所得安定対策等推進事業費

補助金304万3,000円、畜産等廃棄物処理事業費

補助金2,479万7,000円、農業振興センター活動

推進補助金553万9,000円、総合花卉産地づくり

推進事業費補助金288万7,966円、りんどう独自

品種開発事業費補助金408万3,000円となってお

ります。 

  11から14ページを御覧ください。４目畜産業

費は、長原牧場管理運営業務委託料 3 5 6万

9,280円、町有草地維持管理業務委託料50万

4,900円のほか、畜産関係団体及び畜産事業に

関する補助金、負担金が主な内訳となっており

ます。 

  10節需用費の修繕料の主な内容及び内訳です

が、沢内堆肥センタートラックスケール修繕

341万円、沢内堆肥センター防風シート修繕

242万2,200円、沢内堆肥センターブロワー修繕

40万7,000円、その他車両車検に伴う修繕とな

っております。 

  18節負担金、補助及び交付金の主な内容及び

内訳ですが、畜産ヘルパー制度補助金100万円、
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畜産飼料価格高騰緊急対策事業費補助金366万

1,500円、家畜防疫対策事業費補助金 48万

2,900円、家畜導入事業費補助金57万円となっ

ております。 

  13から16ページを御覧ください。５目農地費

は、12節委託料、間木野隧道長寿命化調査検討

業務委託料928万7,300円、高度土地利用調整事

業業務委託料139万7,000円、18節負担金、補助

及び交付金、下前地区土地改良事業費負担金

447万550円、川舟地区農地整備事業費負担金

1,560万円、鍵沢地区農業水路等長寿命化・防

災減災事業費負担金375万円に加え、各種土地

改良事業負担金及び日本型直接支払制度交付金

が主な内訳となっております。 

  15から16ページを御覧ください。６目農業者

施設費は、農林課が管理する農村景観活用交流

施設、生きがいセンター、農家高齢者創作館及

び雪っこトンネルの管理に関する経費が主な内

訳となっております。 

  15から18ページを御覧ください。６款農林水

産業費、２項林業費、１目林業総務費は、主に

職員の給料、職員手当等のほか、有害鳥獣対策、

車両の管理と管理費、各種団体等の負担金等に

関わる支出となっております。 

  17から20ページを御覧ください。２目林業振

興費は、12節委託料、林道橋定期点検業務委託

料207万9,000円、林道維持管理費のほか、木育

イベント開催業務委託料76万3,400円、18節負

担金、補助及び交付金、民有林環境保全整備事

業費補助金347万3,599円などが主な内訳となっ

ております。 

  19から20ページを御覧ください。３目造林事

業費は、12節委託料、森林病害虫防除業務委託

料173万2,554円、町有林等整備業務委託料が

433万9,129円となっております。 

  次に、４目林業者施設費は、主に志賀来地区

生活環境保全林等の管理委託費となっておりま

す。 

  11款１項農林水産施設災害復旧費、１目農林

水産施設災害復旧費については、農業用施設及

び町有林道に係る災害復旧に係る支出でござい

ます。10節需用費の修繕料ですが、主な内訳と

して、太田頭首工護岸応急復旧工事 3 0 4万

9,090円及び570万5,810円、これについては繰

越明許費となっています。それから、間木野隧

道崩落に伴う仮設ポンプ設置工事 2 1 4万

5,000円、その他農業施設及び林道施設修繕費

用となっております。 

  続いて、歳入について説明をさせていただき

ます。抜粋資料の冒頭１から４ページを御覧く

ださい。17款県支出金は、各事業の県負担分と

なっております。２項県補助金、経営所得安定

対策等推進事業費304万3,000円、地域計画策定

推進緊急対策事業費260万5,440円、中山間地域

等直接支払交付金8,226万2,666円、多面的機能

支払交付金7,130万8,964円、農地中間管理事業

等促進関連事業費1,197万3,600円、森林整備事

業費285万2,838円となっております。 

  18款財産収入、立木売払収入55万5,500円です

が、町有林の伐採に伴う収入となっております。 

  22款諸収入、３項貸付金元利収入、３目農林

水産業費貸付金元利収入の100万円は、森林組

合への貸付金が返還されたものでございます。 

  以上で農林課、令和６年度決算の概要説明を

終わります。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

委員長 農林課長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。初めに、歳入に関

する質疑を一括で許します。質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 次に、歳出に関し、ページごとに審査を

進めます。 

  ７から８ページ、質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。９から10ページ、質疑ありま

せんか。 

  真嶋委員。 

２番  ６の１の３の４ですか、共済費ですけれ
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ども、不用額が46万9,819円ございますけれど

も、内容をお知らせください。 

委員長 農林課長。 

農林課長 お答えをしたいと思います。 

  不用額、共済費について46万9,819円について

ですけれども、不用額46万9,819円の内訳でご

ざいますが、地域おこし協力隊２名に係る共済

関係の残額32万14円と農業担い手支援員１名に

係る共済費７万3,907円、それから農業農村政

策調整官１名に係る共済費8,007円となります。

金額の大きい地域おこし協力隊については、継

続して採用について検討をしておったというこ

ともありまして、そのままの残額として残って

おるものでございます。 

  以上です。 

委員長 真嶋委員。 

２番  予定していた方が途中で地域おこし協力

隊から離れたということですか。 

委員長 農林課長。 

農林課長 お答えします。 

  年度途中に地域おこし協力隊から離れたので

はなくて、新たに入る方というのも検討してい

たものですから、ただその分は結局は入らなか

ったのですけれども、そういったものになりま

す。 

  以上です。 

委員長 真嶋委員。 

２番  続いて、10節の需用費の不用額108万

8,482円の内容についてお知らせください。 

委員長 農林課長。 

農林課長 お答えをしたいと思います。 

  需用費についてですけれども、こちらについ

ては、一般的な事務費の関係、こちらが5,160円、

そして生産調整関係の事務費について、こちら

が３万888円、そして協力隊の関係、これが25万

8,200円、あとは農業経営基盤強化事業の残金

が４万1,354円、そして６次産業の事業の分が

4,860円、それから地域計画の関係の残金が１

万円となっております。 

  あと、残りの73万8,000円についてですけれど

も、こちらは備考欄のほうに記載はないのです

けれども、令和５年度から令和６年度に繰り越

したものになります。繰り越した理由というの

が、農業振興地域計画というのがあるのですけ

れども、農振計画と別名言いますけれども、そ

ちらが本来であれば県のほうで令和５年に終了

するはずだったのですけれども、いろいろな事

情がありまして、結局令和６年度にも終わらな

かったのですけれども、令和７年度中に終わる

見込みで今進んでおります。その分の計画書の

印刷代金ということで、令和５年から令和６年

に対して繰り越して、さらに６年度でも結果的

に計画がまだ出来上がっていないということで、

その分については使われなかったということで、

不用額として残っておるというものになります。 

  以上です。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番   私からは、一番上の事務員の 2 9 4万

2,498円は地域計画策定事業の事務員への報酬

だと思って、この地域計画策定事業についてお

伺いします。 

  地域計画策定業務を令和６年に行ったという

ことで、いわゆる10年後農地を誰が管理するか

ということの地図を作成したということだと思

うのですけれども、決まっていない場合は空白、

白い農地ということになるというふうになって

いますけれども、決まらなかったその白い農地

は、計画策定した結果どの程度あったのかにつ

いてお伺いします。 

委員長 農林課長。 

農林課長 地域計画についてお答えをしたいと思

います。 

  地域計画については、農業の担い手、農地の

所有者、関係機関などの地域の関係者が集まり、

地域の農業が将来どのように営まれていくべき

かを話し合い、その将来像を明文化した将来設

計図でございます。高齢化による担い手不足や

耕作放棄地の拡大といった地域の課題を解決
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し、農地の効率的な利用と地域農業の持続的な

発展を目指して、おおむね10年後の農地利用の

目標地図を作成します。 

  また、目的としては、地域の農業の将来像を

明確化し、10年後を見据えた地域の農業のあり

方を具体的に定めるとなっております。農地の

効率的かつ総合的な利用を促進し、利用されな

くなった農地を担い手などが有効利用できるよ

う、農地の集約化や集積化の方向性を話し合い、

明確化するとなっておりました。地域が一体と

なって課題解決に取り組み、地域が抱える問題

や課題を共有し具体的な対策を講じることで、

地域ぐるみでの問題解決と農業の持続性を図る

というものになっております。担い手の育成と

農地の継承を支援し、農業者が減る中で、次世

代の担い手にスムーズに農地が引き継がれるよ

う農地の利用計画を立てるとなっております。 

  本町では、令和６年度に地域計画を策定いた

しました。地域計画区域内の農地面積について

は、合計で3,185ヘクタールとなっております。

そのうち、10年後の担い手が不在と判断される

通称白地の農地については、591ヘクタールと

なっております。全国の平均が約30％、岩手県

の平均は43％のところ、本町は今のところ27.1％

の農地について、耕作が不能となる可能性を秘

めていることになります。このことを踏まえま

して、今後も地域として維持が可能と考えられ

る農地と、逆になかなか維持が難しい農地の取

扱いについて、地域住民の意向と持続可能な農

地のあり方を基に調整していくことが必要であ

ると認識しております。 

  以上です。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  白地について担当課としてもということ

ですけれども、これは基本的に何年かごとに見

直しなのでしょうけれども、特に白地について

は担当課として、毎年その地域に入って、今後

の後継者を見つけていくというような指導、助

言をしていくということなのでしょうか。 

委員長 農林課長。 

農林課長 お答えしたいと思います。 

  地域計画については、当然毎年見直しをして

いくということになっております。この計画に

ついては、地元、地域の農業委員さん、それか

ら農地利用最適化推進委員さん、この方々を中

心として今回も、令和６年度についても策定に

こぎ着けたというものになっております。です

ので、今後も農業委員さん、農地利用最適化推

進委員さんと一緒に、町も一緒になって、農地

のあり方と、それから現状を把握していかなけ

ればならないと考えておりました。 

  以上です。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  確認なのですけれども、白地と表示され

ていても、今は耕作放棄地という考え方とは違

うというふうに思っていいのでしょうか。 

委員長 農林課長。 

農林課長 お答えしたいと思います。 

  耕作放棄地というものではないです。単純に

次やる人が、10年後がちょっと不明確な状態と

いうことになっておりました。 

  以上です。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  今のことについては理解しました。 

  では、同じページ、大根の一本漬加工製造支

援ということで590万出ているのですけれども、

昨年度はこれはなかったと思うのですけれども、

何か新しくということの予算、決算だったので

しょうか。 

委員長 農林課長。 

農林課長 お答えをしたいと思います。 

  大根の一本漬けの予算については598万700円

ですけれども、こちらについては食品衛生法の

関係で、結局ある程度の施設、設備がないと事

業を継続できなくなるというようなことが令和

５年に法改正がありまして、それに対応するた

めの予算ということですので、前年度はござい

ませんし、令和７年度もないものになります。
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令和６年度だけのものになります。 

  以上です。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  590万でその施設整備はまず全てできたと

いうことなのでしょうか。 

委員長 農林課長。 

農林課長 これについては、西和賀産業公社さん

のほうでその体制を全てつくって、大根の一本

漬けの生産をしているということになります。 

  以上です。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  今の一本漬けの話に関連してなのですけ

れども、食品衛生法の改正があって、いろいろ

とそれまで作っていたのが作れなくなったとい

う話が全国的にありましたけれども、うちの町

の場合、この一本漬けのほかに何か対応しなけ

ればいけない、それに関して町のほうで何か補

助をすべきだみたいな、そういう話というのは

なかったでしょうか。 

委員長 農林課長。 

農林課長 大根一本漬けの加工製造支援補助金の

ことについてでございます。食品衛生法改正に

関して、他に町内業者への影響についてという

ことですけれども、ちょっと制度の、制度とい

うか、法改正の部分をご説明しますけれども、

改正食品衛生法は令和３年６月に施行され、そ

れに対する準備対応期間として令和６年５月ま

で経過措置が取られました。改正当時全国的な

話題になったと記憶しておりますが、本町にお

いてもワラビの水煮や大根の一本漬け等が対象

となるため、その対応について相談を受けた経

緯がございます。その後、岩手県中部保健所に

よる管内事業者への説明会や相談会が開催さ

れ、事業者それぞれにおいて、営業許可や届出

の対応がなされたものと理解しております。 

  西和賀産業公社の大根一本漬加工製造事業

は、平成20年から地元生産農家をはじめ、農業

改良普及センター、花巻農協、岩手県工業技術

センターなどの協力を得ながら、大根の契約栽

培から一本漬けの加工、販売を一貫して行って

きた事業でございまして、町外においても高い

知名度を誇っております。伝統食として作り継

がれ、これを商品化したものであり、冬季限定

の特産品として注目を集めている商品でござい

ます。文化や歴史、商品開発に込められたスト

ーリーなど、町の魅力ある特産品、大根の一本

漬けの製造継続について支援が必要と町では判

断したものでございます。 

  今回の改正食品衛生法により、町内において

も漬物類の製造をやめた方もいるやに聞いてお

ります。一概に法改正だけが理由ではなく、担

い手の確保の問題であったり、原料の確保の問

題であったりと、おやめになった理由について

はそれぞれの事情があったようでございます。 

  今回の大根一本漬けの補助金については、い

ずれ西和賀産業公社さんに対しては行ったとい

うものになっておりました。 

  以上でございます。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。11、12ページ、ありませんか。 

  刈田敏委員。 

１１番 12ページですけれども、附属資料の92ペ

ージの総合花卉産地づくりについてちょっとお

伺いします。 

  総合花卉産地づくりの予算に関して、令和６

年度、この数字、花卉に関しては、西和賀町に

とっては非常に有望な種目としてちょっと今思

っているところでありますけれども、令和６年

度に関してこの予算が妥当だったのか、多かっ

たのか、少なかったのか、その辺を踏まえて状

況をお伺いします。 

  加えて、93ページに関しては、花卉出荷資材

費補助ということでゼロ円、これに関して岩手

県の事業に採択されたということでありますけ

れども、この事業というのはどういうもので、

今後もあるものなのか、その辺も加えて質問し

ます。 
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委員長 農林課長。 

農林課長 お答えをしたいと思います。 

  決算附属資料92ページの上段の総合花卉産地

づくり推進事業についてでございますけれども、

こちらについては農協さんと、それからあと生

産者さんともいろいろと相談しながら予算をつ

けておるものでございます。妥当性を言われれ

ば、これは当然かなり妥当な数字ではないかな

と私は思っておりました。県内でも高いほうの、

これだけの補助をしているというのは、決して

低くはない状況と認識しておるところでござい

ます。 

  花の出荷についても、昨年度も規模の大きな

農家の方々については、1,000万を超えるよう

な収入を得ている花卉の農家さんもおられます

ので、今後もこの事業については、予算により

ますけれども、継続していければと考えており

ました。 

  それから、93ページの上段の花卉出荷資材費

補助事業の町からの補助金の支出が不要となっ

た部分についてですけれども、こちらについて

はたまたまというか、全農のほうで事業化が年

度中に行われまして、向こうの全農さんの予算

の都合だと思うのですけれども、ここの部分に

ついては全農のほうでお金を出すことが可能に

なったということが年度中にありまして、そう

であれば、そちらから出していただいたほうが

町としても助かるなということで、一旦出して

もらっております。 

  ただ、これについては、事業自体は当然継続

します。継続しますけれども、また全農さんの

ほうから何らかの支援があるかは、これはちょ

っと分からない。今の段階では分からないよう

な状況になっていますが、町としては予算化を

しているというものになります。 

  以上です。 

委員長 刈田委員。 

１１番 花卉に関しては、やはり伸び代があるの

だと思います。予算的にいろいろ協議した中で

の予算繰りだと思うのですけれども、可能性と

しては、やっぱりここ伸ばすために予算も増や

していくような考え方というのはお持ちなのか

お伺いいたします。 

委員長 農林課長。 

農林課長 お答えしたいと思います。 

  幾らでも出せればいいわけですけれども、そ

の部分については予算の都合もありますので、

幾らでもということにはなりませんけれども、

いかに効果的な予算の執行ができるかというこ

とについては、やっぱり生産者の方々の意向と

か、そういったものを把握しながら進めてまい

りたいと考えております。 

  以上です。 

委員長 真嶋委員。 

２番  りんどう独自品種開発事業についてです

けれども、このとおり気象変動がかなり激しく

なる中で、品種の確保、維持はますます重要に

なってくると思いますけれども、令和６年の事

業での実績について示せるものがあったらお知

らせください。 

委員長 農林課長。 

農林課長 お答えしたいと思います。 

  リンドウの独自品種の開発については、西和

賀農業振興センター、こちらが担って、独自品

種を開発しているものになります。昨今の気象

の変化もございまして、お盆とか彼岸とかの需

要期にぴったりと当てるということがこれから

重要になってまいりますので、そういったこと

も含め、それからあと市場でいろいろなニーズ

が出てきておりますので、そういったものに合

わせられるような形での独自品種開発を進めて

いければと、農業振興センターのほうとは話を

しているところでございました。 

  以上です。 

委員長 真嶋委員。 

２番  別件になりますけれども、農地集積協力

金ということで、ここでは地域集積協力金が

946万5,600円ということで示されております。
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附属資料でいうと97ページになるかと思います。

詳しく書いておりますが、これ継続事業で、前

年実績のほうがゼロで、今回は経営転換も合わ

せて1,197万4,000円の実績が見られたと。さら

に、これは多分継続になってくるのだと思いま

すけれども、事業の実績詳細と今後の展開の見

込みについてお伺いします。 

委員長 農林課長。 

農林課長 地域集積協力金、あとそれから集約化

奨励金、この部分についてですけれども、地域

集積協力金946万5,600円については、弁天地区

営農組合さんが行った事業になります。2,784ア

ール、27町歩ぐらいになりますけれども、こち

ら中間管理機構として進めた事業ということで、

弁天地区の営農組合さんのほうにお支払いさせ

ていただいておるというものになります。 

  あとそれから、集約化奨励金の250万8,000円

でございますけれども、こちらが団地化をした

場合にいただけるお金でして、こちらも弁天地

区営農組合さんということで、面積については

836アールということになっておりました。 

  以上でございます。 

委員長 真嶋委員。 

２番  ありがとうございます。６年度を踏まえ

て、その後展開の見込み等々はございますでし

ょうか。 

委員長 農林課長。 

農林課長 お答えします。 

  こういったところがどんどん出てきてくれる

のを私も願っているのですけれども、残念なが

ら今のところはお手を挙げているところはない

ということでございます。 

  以上です。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  私からは、西わらび生産拡大事業費補助

金、それから西和賀わらび生産販売ネットワー

ク補助金についてです。附属資料だと96ページ

の上段、下段になっています。それぞれの事業

でいろいろ取り組まれているとは思いますけれ

ども、その中に販路の拡大とかブランド化とい

うのの費用も含まれているようですが、売り先

の確保とか生産者の利益率向上という点が十分

かどうかというのをちょっとお尋ねしたいと思

います。というのも、以前ワラビが余っている

ような状態といいますか、売り先がないまま保

存されているような状態だったり、生産者から、

その後出荷できる規格が変わったことによる戸

惑いなどもあったためです。お願いします。 

委員長 農林課長。 

農林課長 お答えしたいと思います。 

  西わらび生産拡大事業費補助金、そして西和

賀わらび生産販売ネットワーク補助金に関連し

て、売り先の確保、生産者の利益向上というこ

とのご質問と思います。ワラビ生産者からのワ

ラビの出荷先については、株式会社西和賀産業

公社において、西和賀わらび生産販売ネットワ

ークが定める規格を満たす基準であれば、全量

を買取りしているというものになります。また、

独自に産地直売所、一般の店舗等に出荷する例

もありますが、西わらびは令和６年１月に地理

的表示保護制度、ＧＩに登録されたことから、

西わらびとして独自に出荷される場合には、西

和賀わらび生産販売ネットワーク会員になった

上で、同組織が定める規格を満たしたものにつ

いて生産者が責任を持って出荷し、出荷伝票の

５年間保存など、厳格な出荷管理が求められて

おります。このことを念頭に置き、株式会社西

和賀産業公社と連携しながら、西わらびの認知

度向上と多様な売り先確保に現在も努めておる

ものでございます。 

  西わらびの利益率の向上についてですけれど

も、西わらびの栽培に関しては、圃場整備やポ

ット苗購入費助成といった西わらび生産拡大事

業による栽培支援や、水田活用交付金などの助

成金を見込めることから、算出される利益率に

ついては適切な経営判断が難しいのが現実でご

ざいます。 

  しかしながら、他の農産物と比較すると、経



- 190 - 

費として上げられるのは、ほとんど堆肥等に係

る部分が主な経費となり、例えば収穫量10アー

ル当たり平均200キログラムで計算すると、売

上げが大体13万円ほどになるのですが、堆肥代

が平均１万5,000円と、その他経費5,000円とし

て見ると、約８から９割程度の利益率にはなる

と考えられます。ただし、ワラビは収穫期間が

１か月ほどと短く、それから実際に収穫できる

面積も限られておりますので、なかなか主たる

経営作目というよりは、農作業の空いた時間等

を活用して得られる副収入としての位置づけで

あると考えております。 

  しかしながら、西わらびは、ワラビポット苗

の提供や出荷先、特産品としてのブランド価値

も確立されており、栽培に取り組みやすい環境

が整っていると思われます。一般的な農産物同

様に、生産コストの最適化と高付加価値化、販

路拡大への取組などにより、休耕田などの農地

を活用し、初期コストを抑えつつ栽培を始めら

れることや、現在の主流である黒ワラビ系統は、

西わらびの規格に合致し、栽培も比較的容易で

あることから、生産者の意欲的な栽培と収穫に

より、所得の向上につながるものと考えており

ます。 

  町としましても、西和賀わらび生産販売ネッ

トワークや株式会社西和賀産業公社など、関係

機関と連携して、西わらびのＰＲ、栽培面積維

持に向けた取組により、栽培農家を支援してま

いりたいと考えておりました。 

  以上でございます。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  ありがとうございます。今答弁の中で、

高付加価値化という話が出てきましたけれども、

西わらびに関して言えば、ＧＩも取ったわけで、

ブランドとしてというか、単純な食べ物という

か、物として捉えたときに、物としての水準と

いうのがかなりのところに来ているのかなと思

うのですが、ここから先さらに、今のお話だと、

農家が作ったものを産業公社に出して、産業公

社からまたお客さんに売るというのがメインな

わけですけれども、産業公社からお客さんに売

るというところに、単純な物の品質ということ

ではない高付加価値化という視点が必要になっ

てくるのかなというふうに思います。 

  ほかの農作物にしてもそうですけれども、ワ

ラビをただ単に食べてもらうとか、ワラビをこ

ちらから発送して食べてもらう、買ってもらう

というだけではなく、町に来てもらうとか、そ

ういった取組ということをワラビに関してもい

ろいろとやっていかなければいけないのかなと

いうふうに思っていて、このワラビに関する事

業、今後も継続されていきますけれども、何か

これまでと違う軸での高付加価値化とか、そう

いったことに取り組むような計画というのは今

のところあるのでしょうか。 

委員長 農林課長。 

農林課長 お答えしたいと思います。 

  具体的な高付加価値化となると、なかなか具

体的なものが今ちょっと発言できるものがない

のですけれども、ただ単純に農家から産業公社

に行って、産業公社から売りに出ているという

ような委員のご指摘ですけれども、そのとおり

なわけで、そこをネットの世界というか、ふる

さと納税とか、あとはユキノチカラ等のブラン

ドとか、そういったものをほかの農産物ととも

に一緒に外のほうに発信して展開していかなけ

れば、今後はやっぱり進んでいかないのかなと

いうふうに感じております。 

  以上です。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  私から、このページでもう一点。 

  銀河のしずく産地化推進事業費補助金という

ことで、附属資料では94ページだと思います。

銀河のしずくは、今までの主力でしたあきたこ

まちに比べて作りやすいというふうに言われて

います。反面、やっぱり肥料を多く使わなけれ

ば収量も取れないというようなことでのケイ酸

資材の助成ということだったと思うのですけれ
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ども、これについて担当課として、どのような

効果があったのか、なかなか数値的にというの

は難しいかもしれないのですけれども、現場の

声等々の中でどのような効果が得られたという

ふうに検証しているのかお伺いします。 

委員長 農林課長。 

農林課長 銀河のしずく産地化推進事業について

でございます。こちらについては、まず県のオ

リジナル水稲品種ということで銀河のしずくと

いうことで、西和賀町のほうでも、県の指導も

あってですけれども、今後産地化を目指して進

めているというものになります。作っている方

もどんどん増えております。附属資料のとおり、

48戸、103ヘクタールということになっており

ました。 

  ケイ酸資材については、いずれ土づくりに必

要な資材ということで、少しでもそういった産

地化を進めていく上で、農業者の方の負担をま

ず減らしながら、増やしていきたいと考えた中

でのケイ酸資材の助成ということになっており

ます。農家さんのほうからも、特段ケイ酸入れ

たからどうということは特にないのですけれど

も、今年のようなこういう天候だと、またどの

ような結果になるかはちょっと心配なところは

ありますが、基本的には土づくりに使われて、

利用していただいていると思いますので、今後

の継続についても今後も検討していきたいと考

えておりました。 

  以上です。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  今課長言われたように、ケイ酸の効果と

いうのは速効性はないと思いますけれども、一

応資料を見ますと、継続となっております。面

積は、今後とも増えると思うのですけれども、

予算とかの関係もあると思うのですけれども、

土づくりという点で、今後ともこういう助成は

行っていくというようなことで今検討されてい

るのかお伺いします。 

委員長 農林課長。 

農林課長 お答えしたいと思います。 

  いずれ産地として確立されれば、そのときが

まずゴールなのかなとは思っているのですけれ

ども、それまではできればやっぱり継続してい

きたいと。金額については、金額というか、予

算になりますので、必ずやりますとはちょっと

言えないのですけれども、そのような形で検討

はしていきたいと考えておりました。 

  以上です。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。13、14ページ、ありませんか。 

  真嶋委員。 

２番  13節の使用料及び賃借料について、40万

4,405円の不用額が出ておりますけれども、主

要な要因をお知らせください。 

委員長 農林課長。 

農林課長 40万4,405円の部分の、農地費に関して

ですけれども、農地費の使用料及び賃借料の不

用額の部分についてでございます。こちらにつ

きましては、事務費的な部分について 10万

4,005円ということで、それから重機借り上げ

部分について29万8,000円、それから中山間地

域等直接支払交付金分で600円、多面的事業で

800円、それから川舟の補助整備の事務費の関

係で1,000円ということになっておりました。

大きな部分、29万8,000円の重機借り上げの部

分についてですけれども、こちらについては基

本的に、災害というか、農地、それから農道等、

何らかの修繕等、年度内に起こることがあると

いうこともありますので、取りあえず置いてお

いたのですけれども、幸いながら使用されなか

ったというものになっておりました。 

  以上でございます。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。15、16ページ、質疑ありませ

んか。 

  髙橋宏委員。 
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８番  私からは、有害鳥獣駆除業務委託料、附

属の104ページになるのではないかと思うので

すけれども、近年非常に鳥獣被害が増えており

ます。西和賀猟友会の活動の支援ということも

含まれていると思うのですけれども、猟友会に

頼っている部分が非常に多くて、猟友会の方々

も要請があれば出なければいけないということ

で、活動量が増えていると思うのですけれども、

この委託料金の中で、猟友会さんの方々からは

なかなか今のままでは活動できないとか、そう

いうような話が出ていないのかについてお伺い

します。 

委員長 農林課長。 

農林課長 有害鳥獣駆除業務委託料に関連しての

猟友会さんとの関係になりますけれども、委員

ご指摘のとおり、猟友会さんに、今年度もそう

なのですけれども、委託をして、有害鳥獣駆除

活動を行っております。昨年度は全くそういっ

たのが、そういった活動をほとんどしなくても

大丈夫なくらいだったのですけれども、今年は

もう連日のように役場のほうにも住民の方から

電話が来ていると。担当のほうもほとんど土日

も出ているような状態で、パトロールをしたり、

それからあと対応のほうをさせていただいてお

るところでございます。 

  委託料については、そういった活動以外にも

様々なものがあるのですけれども、そういった

ものを含めた形で計算をして、お出しをさせて

いただいておりました。基本的に金額について

は、算出根拠からいくと、委託料の範囲内で何

とか収まっていると思っております。ただ、や

はり一番の問題は、人的問題になってきます、

担い手ですね。猟友会さん自体の会員数も非常

に減っているというような状況がございますの

で、やはりハンターを今後増やしていくとか、

あとはいろいろな、なかなか難しいのですけれ

ども、解決策を考えていかなければならないと

いうふうに町のほうでも認識しておるところで

ございます。 

  以上です。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  今おっしゃられたように、なかなか人が

増えないということで、狩猟免許を取る場合に

補助金を出しておりますけれども、この補助を

受けて資格を取った方、基本的には猟友会のほ

うに入って活動をしているという状況なのでし

ょうか。 

委員長 農林課長。 

農林課長 お答えをしたいと思います。 

  狩猟免許取得補助金に関連したと思いますけ

れども、いずれ町からのこういった補助金につ

いては、当然有害鳥獣駆除活動に携わっていた

だくと、鳥獣被害対策実施隊という、町で委嘱

をしておることになるのですけれども、そちら

に入っていただく。それイコール猟友会に入っ

て実施隊に入るということを条件としての補助

になっておりますので、そういった方々に交付

しているというものになります。 

  以上です。 

委員長 刈田委員。 

１１番 多面的機能支払交付金についてお伺いし

ます。 

  附属資料の103ページでありますけれども、非

常にこの交付金、有効に使えるということであ

りますけれども、令和５年に比べ令和６年はど

ういう状況であったのか、その点をまずお聞き

したいと思います。 

委員長 農林課長。 

農林課長 多面的機能支払交付金についてでござ

います。こちらの事業については、令和５年と

比較して、協定数が１組織減少しております。

いずれこの交付金については、例えば今回のよ

うな水不足の場合であったりとか、逆に雨が降

ってといった場合について、地域のほうでも、

ふだんの維持活動もそうですけれども、そうい

ったときにも、そういった有事の際にも地域活

動をするための資金として活用していただいて

いるものと認識しておりました。 
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  以上です。 

委員長 刈田委員。 

１１番 その１組織が減ったということでありま

す。その要因としては、どういうことがあった

のかということ。それから、多面的機能という

ことは、洪水防止であったり、生態系とか、自

然、景観の形成とか、いろいろ使えるというこ

とで、大変有効な交付金だと思いますけれども、

西和賀町内としては主に草刈りとか、そういう

のが多いのか、その辺も含めてお伺いいたしま

す。 

委員長 農林課長。 

農林課長 お答えしたいと思います。 

  １組織が終了されたということについてです

けれども、これは構成員の減少、高齢化、そう

いったものが原因で、やはりなかなかちょっと

続けることができないということで終了された

というふうに聞いております。 

  あと、多面的交付金については、やはり草刈

り等がまず一番使われているのではなかろうか

と思いますけれども、そのほかに水路補修とか

農道補修とか、そういったものにも使われてお

ります。先ほども申し上げたとおり、災害時に

ついても活用していただくということになりま

すけれども、いずれその使い方について拡大解

釈してしまうとなかなか厳しいところが、後か

ら大変になりますので、分からないときには町

のほうに聞いていただいて、指導を仰いでから

使っていただいたほうが間違いはないのかなと

思っておりました。 

  以上です。 

委員長 刈田委員。 

１１番 なかなか高齢化と人員が少なくなるとい

うことで、問題で指摘されているのは、やっぱ

り担い手不足、高齢化が進んでいるということ

と、事務作業が大変だということ、それからあ

と非農家の理解不足というのが挙げられている

わけですけれども、このことに関して、何か町

としては対策だったり考え方とかあれば、それ

をお聞きしたいと思います。 

委員長 農林課長。 

農林課長 お答えをしたいと思います。 

  残念ながら、その１組織が終了されてしまっ

たということで、そういったところ、これから

もどうしても出てくるのではないかなと危惧は

しておるところでございます。いずれ地域のこ

とになりますので、第一には、やっぱり地域の

方々にある程度頑張っていただかなければなら

ないというのが大前提になってくると思います。

あとは、先ほど別の答弁でもしましたけれども、

残すべき土地と、それからやはりどうしても手

をかけるのがまた難しい土地、人口どんどん減

っていきますので、そういったところをきちっ

と線を引いて、線引きをして維持していくと。

全部を全部守っていくというのが一番理想では

あるのですけれども、なかなかそうはいかない

現実がございますので、そういったところを地

域とともに町のほうも考えていかなければなら

ないと思っております。 

  以上です。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。17、18ページ、質疑ありませ

んか。 

  普本委員。 

３番  18ページの森林環境教育についてお願い

します。 

  附属資料の105ページにも説明があって、森林

環境教育事業の実施、小中高でというふうにあ

りますが、実施した内容と、それをどう評価す

るかについてお願いします。 

委員長 農林課長。 

農林課長 森のサイクル普及啓発プロジェクトに

ついてということで、実績についてどう評価す

るのかということのご質問だと思います。森の

サイクル普及啓発プロジェクト事業は、町の面

積の９割が森林である当町において、その森林

がもたらす様々な役割を内外に普及啓発するこ
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とを目的としております。このことから、町内

の小中高の児童生徒に対して、森林環境教育と

いう観点で重点的な普及啓発を行い、森林、林

業に対する理解を深めるための取組を継続して

実施しております。 

  小学校では、５年生の社会科の教科書に森林

の役割や林業が取り上げられていることから、

教科書の内容の理解を深めるよう、外部講師に

よる講義や、森林や樹木に親しむ体験活動など

に取り組んでおります。中学校でも、植林体験

や町内の木材加工利用施設の見学などを通じ

て、森林の果たす役割について考える取組を実

施しております。 

  こうした小中学校に対する取組の結果、県立

西和賀高校においても森林環境教育の実施の要

望があったことから、令和６年度から１学年の

生徒を対象に、岩手大学農学部の教授による講

義や、森林観察や木材加工施設の見学などを実

施し、森林の果たす役割だけでなく、林業や木

材利用という職業についても意識されるよう取

組を進めております。 

  森林環境教育の事業と併せて、一般向けの普

及啓発の取組として、令和５年度からにしわが

ウッドライフフェスを開催し、町内の森林組合

や木工作家の出展のほか、ツリークライミング

や木のおもちゃ体験などを通じて、樹木や木材

に親しむ機会を提供させていただいております。

このことを踏まえ、今後も体験や出展内容を工

夫しながら取り組んでまいりたいと思います。

木が持つ役割や歴史、そして木に親しむことで

生まれる安心感を体験することにより、今後の

森林に対する意識や林業に対する理解につなが

っていくものになると考えておりました。 

  以上です。 

委員長 普本委員。 

３番  丁寧な説明ありがとうございます。教科

書ですとか、学校との連携があって、そして高

校にも広がってということで、内容が年々充実

してきているのを感じました。子供たちや学校

のほうでの反応はいかがでしょうか。 

委員長 農林課長。 

農林課長 お答えします。 

  この事業、特に森林環境教育については、後

で感想文というか、そういったものを書いてい

ただいておりました。子供たちの感想も、一人

一人、私も全部読みましたけれども、とても勉

強になったと、こういったことは全然体験もし

たこともなかったし、教科書に載っている分は

載っているのですけれども、そうではない、実

際にこの触れたりですとか、その仕事をしてい

る方のお話を聞いたり、やっているところを見

るというのがすごくよかったということで、先

生方からもすごく好評ですし、子供たちからも

とてもよかったという感想をいただいておると

ころでございます。 

  以上です。 

委員長 普本委員。 

３番  そういった評価を受けて、今後も実施の

方向ということでよろしいですか。 

委員長 農林課長。 

農林課長 担当課としては、続けてまいりたいと

考えております。 

  以上です。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  民有林のことについてお尋ねします。 

  次、ページが進んだ後に、今度町有林の話も、

また似たようなことをお聞きするかと思うので

すけれども。民有林の整備に関して、いろいろ

と補助事業としてお金を出していますけれども、

民有林を今後も継続して使っていくようにする

ためには、やっぱり木を有効に使っていかない

といけないと認識しています。そのためには、

燃料にするとかもそうですけれども、木を加工

して何かに使って、それが高付加価値につなが

るようなという道筋なのかなと思っています。

現状、町から出た木というのがどのように使わ

れているかということと、それから高付加価値

化できそうな見通しがあるかということをお尋
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ねします。 

委員長 農林課長。 

農林課長 お答えしたいと思います。 

  町産木材はどのように活用されているのか、

町産材に付加価値はあるかということだと思い

ますけれども、町内では年間で国有林から３万

立方、民有林から１万立方余りの木材が生産さ

れております。木材は用途別に、製材用のＡ材、

合板用のＢ材、チップ用のＣ材に大別されます

が、町内には森林組合以外に木材加工施設がな

く、Ａ材は雫石町をはじめとする県内、あるい

は能代市や山形県の製材工場に、Ｂ材は北上市

西工業団地の合板工場に、Ｃ材については石巻

の製紙工場に運搬され、活用されております。

そのうち、Ａ、Ｂ、ＣのＣ材の一部については、

森林組合で燃料チップに加工され、西和賀さわ

うち病院のチップボイラーや雫石町のボイラー

施設で利用をされておるということになります。 

  近年木材加工施設は、競争力を高めるため大

規模化し、広域から原料となる丸太を収集して

いますが、当町から生産される杉丸太はカミキ

リムシによる虫食いの欠点が少ないことから、

非常に評価されております。当町の森林蓄積か

らすると、現状の伐採量に比べ、資源量はかな

り余裕があることから、今後さらに素材生産の

拡大に取り組んでいけるものと考えられます。 

  その一方で、国内の木材需要は、住宅着工数

の伸び悩みから減少傾向にありますが、木材の

エネルギー利用である木質バイオマス発電用の

木材については増加傾向にあります。隣接する

横手市においても、木質バイオマス発電施設が

建設中とのことです。 

  本町の事業体では、これまで燃料チップを供

給してきた実績から、こうした強みを生かした

燃料チップ供給により、町内の木材需要を拡大

していく取組を進めていけるものと考えており

ます。 

  以上です。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  ありがとうございます。今お答えいただ

いた内容としては、非常に未来に希望が持てる

内容かなと思うのですけれども、一方で民有林、

今後も、民有林に限らずですけれども、林業と

か木材加工とかということを考えたときに、今

地域おこし協力隊の方で森林組合で勤めていら

っしゃる方もいらっしゃいますけれども、なか

なか人の問題があると思います。 

  それからもう一つは、今町の杉の品質が高い

というふうにおっしゃっていましたけれども、

それが知られているかどうかというところなの

かなと。木を使っていこうと思ったときに、や

っぱりいろいろとさらに考えなければいけない

ことがあるのかなと思っていまして、さっきの

西わらびの話とも重なる部分がありますけれど

も、町として今後木資源をどうしていくか、林

業をどうしていくかということ、大きな話に手

をつけていかないといけないのではないかなと

思っています。例えば有名なところですと、百

年の森林構想とかというようなのを自治体でつ

くっていたりするようなところもありますけれ

ども、これまで民有林、それから町有林に関し

ていろいろと事業されてきていますけれども、

そういった構想とか、ブランド化に向けてとい

うこと、何か今のところ計画されているものは

ありますでしょうか。 

委員長 農林課長。 

農林課長 お答えしたいと思います。 

  木の付加価値をつけて、どんどん売り込んで

いくということについてだと思うのですけれど

も、いずれ先ほど私申したとおり、西和賀の木

材については、ほかに比べても品質が悪くない

というふうなことで、このことについては林業

事業体というか、林業関係者の中では当然知ら

れていることにはなります。ただ、それを具体

的にブランド化して、先ほど委員がおっしゃっ

たような百年の森林構想というところまでの計

画が今あるかと言われれば、そこまではないの

ですけれども、ただ町としては、公共建築物に
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ついてはなるべく木造でやっていくとか、そう

いったことの要綱というか決まりもつくってお

りました。ただ、財源というか財政の関係もあ

りますので、そこは一概に必ずそれができると

はいかないのですけれども、いずれ５年ごとの

地域森林計画、そういった計画もございますの

で、そういったものの中に町内の民有林の利用

について、国有林については国で定めますので、

民有林の活用について計画を、林業事業体とも

連携しながら作成して、それに取り組んでまい

りたいと、このように考えておるところでござ

います。 

  以上です。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。19、20ページ、質疑ありませ

んか。 

  唐仁原委員。 

６番  20ページの町有林等整備事業ということ

で、附属資料だと106ページですか、附属資料

のほうにも記載がありますけれども、どういっ

た内容のことを行われたか、今後どういった展

開になるかということをちょっと改めてお聞き

します。 

委員長 農林課長。 

農林課長 町有林の整備事業の関係ということで

すけれども、これについては、先ほどもお話し

したような森林計画に基づいて、町の町有林

1,400ヘクタール、全部でそのぐらいあるわけ

ですけれども、そちらの活用について計画を立

てて、毎年実施をしているというものになりま

す。 

  事業については、皆伐してしまえば、そこは

新植ということで、まず植える。そして、その

次には、植えた後には必ず下刈りというものを

何年か、２年なり３年なり行わなければならな

いです、場所によって、やる回数はちょっと変

わってきますけれども。その後、今度は除伐、

そして大きくなってくれば間伐と。そして、最

後はまた主伐、そしてまた切って、植えていく

と。先ほどの森のサイクルではないですけれど

も、そのようなことをまず繰り返していくとい

うものになっております。 

  いずれ町の資源でございますので、あとは町

の林業事業体の仕事にもなるというところの面

もございます。それを活用しながら、できれば

歳入で木の売払い収入を得ながら、これは今後

も経営してまいるという予定でございました。 

  以上です。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  先ほどの民有林のところだと、事業の中

に民有林用の木の切り出し用の林道の整備費用

なども計上されていたかと思いますけれども、

町有林に関して道の整備とか、そういうちょっ

と大がかりなことといいますか、そういうのを

される計画とか、やらなければいけないなとい

うような認識とかというのは今のところあるの

でしょうか。 

委員長 農林課長。 

農林課長 林道関係の今後の展開というか、予定

ということでございますけれども、林道につい

ては、町内に30路線ほどの林道がございます。

昨今の大雨被害、これが、大雨が来ると、林道

はもう、ちょっと川になってしまうような状態

になってしまいますので、非常にその修繕には

多額の費用がかかるということで、最近はあま

り大きな災害というのは、西和賀はたまたまな

いのですけれども、今後はどのようになってく

るか分からないので、それはそれなりに対応し

ていかなければならないということになってお

ります。 

  あと、現段階で新設の、新しく林道を造ると

いった計画は、今のところはまずない予定でご

ざいます。ただ、今後民有林等々活用していく

上で、どうしてもここは道路が必要だというふ

うに判断されれば、そこはやはり林道を作設し

て、活用していかなければならないとは考えて

おりました。 
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  以上です。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 それでは、全体を通して質問し忘れ等あ

りませんか。 

（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りいたし

ます。 

  これで農林課が所管する一般会計の審査をひ

とまず終了したいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  続いて、農業委員会の審査を行います。農業

委員会が所管するのは６款農林水産業費であり

ます。 

  農業委員会事務局長より決算の概要説明を求

めます。 

  農業委員会事務局長。 

農業委員会事務局長 着座にてご説明します。農

業委員会です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、決算概要について説明いたします。

歳出抜粋資料の３から６ページを御覧ください。

ご承知のとおり、農業委員会の主な業務は、毎

月１回開催される農業委員会総会と、農業委員、

農地利用最適化推進委員合同の全体会議、農地

を有効に活用するための農地の利用調整でござ

います。したがいまして、毎年の決算も大きな

変動はございません。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委

員会費については、主に職員の給料、職員手当

等のほか、農業委員及び農地利用最適化推進委

員に係る費用と、農地事務におけるシステム利

用料についての支出となっております。 

  歳入は、それに付随した補助金となっており

ます。 

  以上、農業委員会の令和６年度決算の概要に

ついて説明をさせていただきました。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

委員長 農業委員会事務局長の説明が終わりまし

た。 

  これから質疑を行います。農業委員会につい

ては、歳入歳出とも一括で質疑を許します。質

疑ありませんか。 

  中村委員。 

４番  附属資料の205ページに農業委員会の活

動状況というのがあります。農業委員会は、農

業委員と農地利用最適化推進委員で構成されて

いるかと思いますけれども、活動の中で遊休農

地の防止についての取組をされていると思いま

すけれども、どのような取組、活動をされてい

るのかお伺いしてよろしいですか。 

委員長 事務局長。 

農業委員会事務局長 農業委員会、農業委員、そ

れから農地利用最適化推進委員に係る農地の状

況の把握ということになると思います。農業委

員、農地利用最適化推進委員さんについては、

各地域から選出されて、委員をお願いしている

という状況にございます。 

  農地のパトロールについては、委員さん方の

まず一番のお仕事になっているということでご

ざいました。耕作がなかなか行き届いていない

農地とか、あとはもう既に原野化しているよう

な土地とか、そういった土地について、委員さ

んがどうするというわけではないのですけれど

も、事務局のほうにこういった土地があるよと

いうことでご報告をいただくことが多々ござい

ます。もう農地としては本当に全然機能しない

というような土地については、例えば非農地化

してしまうと。非農地化することによって、農

地転用して農地ではなくなるというような手続

をする場合もございます。あとは、例えば農業

委員さんのほうから農地の利用者の方に対して、

ちょっとご相談をいただいて、それに対してこ

うしたほうがいいのだよというようなアドバイ

スをするような場合もございます。というふう

な形で、農業委員さん、それから農地利用最適

化推進委員さんについては、農地のパトロール
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をしていただいているというようなことでござ

います。 

  以上です。 

委員長 中村委員。 

４番  ありがとうございます。そうすると、そ

の取組としては、パトロールして、農地の状況

を確認して、荒れ地になっているところに関し

ては転用、いわゆる利用状況の調査などをしな

がら非農地判断をされて、それで農地として機

能できないなというときには転用を勧められて

いるという理解でよかったでしょうか。 

  その転用に関しては、その後、転用した後ど

のように活用するかですとか、そういったアド

バイスというものはされているのでしょうか。 

委員長 事務局長。 

農業委員会事務局長 お答えしたいと思います。 

  いわゆる農地という地目のままで、農地とは

もう完全に認められないような場所をそのまま

にしておくというのは、そもそも登記上うまく

ないことになりますので、そこはやっぱり転用

されて、転用されるというか、非農地化すると

いうことをお勧めはしている状況にございます。 

  そこのそういった形の中で、その後どうして

いくかということについては、相談されれば、

当然そこの土地が荒れる場合もありますし、か

えって何かに活用できる場合もあると思います

ので、そういったことの相談は委員さん方で受

ける場合もありますし、こちらに相談が来る場

合もあります。ただ、それに対して必ず有効な

活用策があるかとなると、なかなかそこはまた

難しい問題になりますけれども、いずれまず地

域の方々と連携しながら、そういった土地につ

いては守るなり、先ほどの地域計画の答弁のと

きにもお話ししましたけれども、守っていくべ

き土地と、それからなかなか手をかけられない

土地というのは地域の中でもやはり考えていた

だいて、今後継続して土地をそのまま、土地は

残っていきますので、管理していっていただく

しかないのかなと考えておりました。 

  以上です。 

委員長 中村委員。 

４番  高齢者の所有者ですと、若い方とか、ネ

ットをよく使われる方は、よくネット検索する

といろんな情報が出てきますので、こういうふ

うなものにしてみようかなとかという発想が湧

くと思うのですけれども、高齢者になりますと、

なかなかそこまでいかずにただ諦めてしまうと

いうか、では誰かに貸したらどうかなと言うと、

使ってくれる人がいるといいのだけれどなとい

う話は返ってくるのです。なので、そういった

土地をあっせんするようなことを支援したりと

か、あとはこういったお花畑にするですとか、

中には農地を蓮の畑にしている方もいらっしゃ

います。ですので、そういう荒れ地にしないよ

うな指導といいますか、アドバイスといいます

か、そういった指摘、支援ということは考慮さ

れているのでしょうか。 

委員長 事務局長。 

農業委員会事務局長 お答えしたいと思います。 

  委員さんおっしゃるとおり、高齢者の方とか、

高齢者が今50％を超えているような西和賀町で

ございますので、やっぱりそういった方々がい

らっしゃるのは当然のことです。確かにネット

やら何やらをちゃんと検索して、自分で自分の

土地をすっかり管理できればいいのでしょうけ

れども、なかなかそれは難しい話になると思い

ます。 

  ただ、基本的には、どこまでいっても所有者

が責任を持って管理していかなければならない

という原則はあるにせよ、そういった相談があ

れば、町のほうとすればまず相談には当然乗り

ますので、乗るけれども、なかなか解決には結

びつかないかもしれないですけれども、今後は

何らかの解決策を一緒になって考えていかなけ

ればならないのだろうなと。あとは、各種中山

間の事業とか多面的の事業等もございますので、

そういったものも上手に使っていただいて、や

はり地域の中でそういった人を助ける取組を続
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けていってほしいなと切に願っております。 

  以上です。 

委員長 中村委員に申し上げます。 

  本特別委員会は、あくまでも前年度の決算を

審査する場であります。質疑を聞いていると、

一般質問で行うべき内容と思われますので、こ

の質問を切り上げるか、あるいは次の質問に移

ってください。 

  中村委員。 

４番  では、遊休農地の防止といいますか、遊

休農地の推移に関しての状況というのはお伺い

してもよろしいのでしょうか。 

委員長 中村委員、決算書の何ページでしょうか。 

４番  附属資料の205ページの中の農業委員会

の活動状況というところで、遊休農地の防止が

その活動の目的の一つだと思いますので、そう

いったところからの質問です。もし対象外でし

たら取消しいたします。 

委員長 事務局長。 

農業委員会事務局長 お答えしたいと思います。 

  一応現在、町の認識としては、基本的には遊

休農地というのはまず取りあえずないつもりで

おりました。ただ、耕作されていない農地とい

うのは、言葉のあれになりますけれども、ある

と思います。ただ、そういったところについて

は、先ほどの答弁で申し上げたとおりの形で、

パトロールしながら整理できるところはしてい

くというような形になっておりました。いずれ

そういったところを農業委員さん、農地利用最

適化推進委員さんのお力を借りながら、解消と

まではいかなくても整理をしていければと考え

ております。 

  以上です。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りをいた

します。 

  これで農業委員会が所管する一般会計の審査

をひとまず終了したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  ここで農業委員会への質疑をひとまず終了し、

次のさわうち病院の審査に移りますが、昼食の

ため13時まで休憩いたします。 

午前１１時３０分 休   憩 

午後 １時００分 再   開 

委員長 休憩を解き審査を再会します。 

  続いて、認定第６号 令和６年度町立西和賀

さわうち病院事業会計決算の認定についての審

査に進みます。 

  病院事務長より決算の概要説明を求めます。 

  病院事務長。 

病院事務長 ご苦労さまでございます。それでは、

西和賀さわうち病院です。どうぞよろしくお願

いします。 

  早速ですが、令和６年度町立西和賀さわうち

病院の事業会計決算に係る説明をさせていただ

きます。今定例会では、冒頭の決算認定議案の

上程の際に、その概要を説明しておりましたの

で、説明は概況的な事柄のみとさせていただい

て、限られた時間でございますので、できるだ

け質疑応答の時間を確保して、委員各位のご理

解に努めたいと思いますので、よろしくお願い

申し上げます。 

  まず、令和６年度の患者動向でありますが、

議案上程の際にも申し上げましたとおり、入院

の延べ患者数は7,717人で、前年度対比5.9％増、

病床稼働率は52.9％となりました。しかしなが

ら、目標としていた70％、これには届きません

でした。また、外来患者数につきましても、医

科外来は１万9,415人で、前年度対比0.1％の増、

歯科につきましても6,346人で、前年度を1.0％

上回る結果となっております。 

  次に、収支でございます。収益的収支におけ

る医業収益ですが、入院収益につきましては、

患者数の増加により前年度対比で７％の増収と

なりました。外来収益については、医科、歯科
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ともに前年度対比で患者数は微増となったもの

の、外来全体では前年度対比で４％の減収とな

っております。この主な理由として考えられる

ことは、医科外来につきまして、新型コロナ感

染症に係る検査あるいは投薬等の減によるもの

が主な理由と考えております。また、歯科外来

につきましては、昨年度より患者さん１人１回

当たりの治療でより多くの処置を行うことで、

負担の軽減に取り組んでいるところです。金額

的には微減しているものの、その成果が継続し

ているものと認識しております。この結果、医

業収益全体では前年度対比で1.8％の増収、金

額で996万円余りの増となっております。 

  決算書の20ページをお開きください。上段の

表ですが、こちらが収入に関するものになりま

す。１、医業収益は、先ほどご説明いたしまし

たとおり、入院収益の増額、その他医業収益に

おいては介護保険収入の増額等により、医業収

益合計では５億7,777万1,120円となり、前年度

対比で996万円余りの増となっています。２の

医業外収益は、他会計補助金とその他医業外収

益の増などにより、前年度対比で2,225万円余

り増の３億7,185万9,554円となり、事業収入合

計で９億4,963万674円の決算額となっておりま

す。 

  下段ですが、事業費用の部分でございますけ

れども、１の医業費用、（１）、給与費につきま

しては、医師２名のうち１名は７月採用でござ

いましたが、医師２名、看護師１名の新規採用、

あとは会計年度任用職員として給食調理員２名

の中途採用を行ったほか、給与改定による給与

額の増加、会計年度任用職員に対する勤勉手当

の支給が開始になったことから、前年度対比で

4,542万円余り増となっております。（２）の材

料費につきましては、新型コロナウイルス関係

の薬品や使用材料等の購入、これが減ったこと

によりまして251万円余り減。（３）、経費につ

きましては、委託料のうち維持業務委託料が従

事者の賃上げにより増加となっておりますが、

修繕費において医療機器修繕が少なかったこと

により減額となっているほか、あと光熱水費に

おいては電気料や水道料等の減額、燃料費にお

いても暖房等燃料費の減額、出張診療費も当直

応援が減ったことなどで減額となるなど、前年

度対比290万円余り減額となっております。こ

のほか、（４）、減価償却費は、令和４年度に整

備いたしました医用画像システム、いわゆるＰ

ＡＣＳと呼ばれるものになりますが、これの償

却が開始になったことなどによりまして、

1,256万円余り増になっております。（５）の長

期前払消費税償却は、87万円余りの減などとな

りまして、医業費用は、前年度対比5,107万円

余り増となる10億990万5,869円となりました。

これに医業外費用2,347万22円を加えました

10億3,337万5,891円が事業費用の合計額、決算

額であります。 

  以上により、当該年度の純損失、いわゆる赤

字額ですが、8,374万5,217円となりました。医

業収益が1,000万円ほど増額となったものの、

医業費用では給与費が増となり、前年度に比べ、

僻地医療の確保に要する経費等に対する一般会

計からの繰入金を2,900万円余り増額していた

だいたところですが、収支の改善には至りませ

んでした。資本的収支の詳細につきましては、

決算認定議案の上程の際に説明させていただい

たとおりでありますので、割愛させていただき

ます。 

  地域医療を担う公立病院の任務を果たすため

には、病院機能の維持、特にも専門職員の確保

は必然であり、さらにその体制を維持していく

ためには、先を見越した人材確保が最重要な課

題であります。本町のような過疎地域では、ど

うしても採算性の確保や単年度収支の均衡を図

ることは容易なことではありませんけれども、

幸いにも現在は医師や看護師のほか、専門職の

確保ができておりますので、今後も引き続き西

和賀さわうち病院経営強化プランに基づきなが

ら、これら医療資源を地域の中で最大限生かし
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ていき、適正な収入の確保と徹底した費用の削

減に努め、収支バランスの改善を目指していく

所存を申し上げ、概況説明を終わらせていただ

きます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

委員長 病院事務長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。事業会計は、歳入

歳出とも一括で質疑を許します。質疑ありませ

んか。 

  髙橋宏委員。 

８番  今病院事務長より説明あったように、令

和６年度は、入院、医科外来、歯科外来ともに

前年度よりもニーズが増えていると、単年度の

赤字ではあるけれども、このように患者数が増

えているという、監査報告にもあったのですけ

れども、企業努力というふうに認められており

ました。病院として、入院、外来、歯科外来の

ニーズが増えたことの要因をどのように捉えて

いるかお伺いします。 

委員長 病院事務長。 

病院事務長 患者数の増についてお答えしたいと

思いますが、令和６年度におきましては、県か

らの医師派遣、あとは奨学金養成医師の配置を

いただいたほかに、あとは４月からは町の奨学

金養成医師が着任したということで、非常勤医

師を含めて医師体制が６人と、大変多い人数で

診療できたということ、受入れ態勢が充実して

いたことがまず一番の要因かと思っております。 

  また、先ほど説明申し上げましたように、医

療専門職の部分も確保を計画的に行うことがで

きましたし、あと専門外来の部分も令和５年度

に変わらず、各病院の先生方から応援をいただ

いて、継続してできていることということが人

数の増加につながっているのではないかという

ふうに考えております。 

  医科外来について、収益の部分については、

コロナ禍と比較しますと、なかなかやはりちょ

っと比較が十分にできないところもありますが、

現在はコロナのほうも医療法上５類ということ

で分類されておりますし、昨今は病院のほうも

診療体制も日常に戻ってきているということも

ありますので、今後につきましては徐々に、収

益のほうも少しずつ上げていければなというふ

うに思っております。 

  あと、専門外来でいいますと、まず今年度の

部分になりますが、皮膚科を新しく再開すると

いうような計画もしております。ですので、そ

れらをさらに充実させて、町民のニーズに応え

て選ばれる病院になるように、引き続き努めて

いきたいなというふうに思います。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  今事務長からは、医師体制の充実が大き

な要因というふうな答弁だったのですけれども、

お医者さんが充実しているのはもちろんだと思

います。加えて、いわゆる看護師さん含め、ふ

だんいるスタッフの方々の患者対応という点で

も、私は改善されているのではないかなという

感じがするのですけれども、病院としてそうい

うふだんの患者さんへの対応、相変わらず予約

していても遅いというような声はあるのですけ

れども、でもそこについてもよく説明しながら

行われているのではないかなというふうに思う

のですけれども、病院全体としてそういう患者

対応についての何か対応策を考えてきたのかに

ついて伺います。 

委員長 病院事務長。 

病院事務長 職員の患者対応についてですけれど

も、過去にも説明したことがあるかと思います

が、院内のほうで患者接遇支援向上委員会とい

う委員会がありますので、病院の病棟と外来の

ほうにご意見箱みたいなのを置いております。

それに投函された内容については、その都度そ

の委員会等で協議して対策を立てておりますし、

あと病棟、外来ともに患者満足度調査というの

を年１回、２回ほど実施しております。その中

で、満足度が低かった部分については、それを

パーセントを上げていくためにはということで、

同じくその会議等で協議して対応策を立ててい
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るという部分になります。 

  待ち時間については、なかなかドクター、看

護師、スタッフとも改善、幾らでも予約時間内

にということで頑張ってはおりますが、その方

々の、患者さんの状況等にもよりますので、引

き続き努力はしていきたいとは思いますが、そ

のようなことがあるということをちょっとご理

解いただければなというふうに思います。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  ほかの点もですけれども、いいでしょう

か。 

  今の点については前にも聞いていますし、あ

と今事務長が説明されたとおりだと思います。

突発的に救急患者が入ることも当然あるでしょ

うし、これ前にも申し上げたのですけれども、

待っている患者さんたちへの説明というのが十

分に行われていれば、それは待っている方も十

分理解されるのではないかと思いますので、引

き続きそういう対応をしていただきたいと思い

ます。 

  最近小原院長のお話を聞く機会がありまして、

コロナ以降病院としては外に出て行くようにと

いうことで、訪問の医療、介護を積極的に勧め

ているというお話を聞きました。病院の経営的

にといいますか、そういう面で、外の訪問の医

療、看護について経営的にはどのような影響が

あったのかについて伺います。 

委員長 病院事務長。 

病院事務長 在宅の部分についてになりますけれ

ども、附属資料、業務報告書の４ページ、５ペ

ージ目をちょっと御覧いただきたいと思うので

すけれども、収入構成の推移という部分で中段

ほどになりますが、介護保険という項目がござ

います。これについては、当院で対応しました

介護保険の部分の収益、過去５年間分を計上し

ているものになりますが、まず令和６年度の金

額について見ていただくと、1,000万円ほどと

なってございます。ここ数年で一番多かったと

いうような部分になりますが、収入についても

増えていると。当然利用者も増えてございます

し、当院病床が地域包括ケア病床を33床という

ことで選択しておりますが、いずれその病床に

ついては、入院された患者さんをリハビリ等で

体力を回復させて、自宅あるいは施設にお戻し

するという病床になりますので、その影響もあ

って、退院された方を十分にまたフォローする

というような意味でも、訪問看護のほうが増え

てきているというようなことになっているもの

でございます。 

委員長 刈田委員。 

１１番 今回資料の附属書類ということで、９ペ

ージに、６年度の説明受けたわけですけれども、

この中で今後もさらに一定の地域医療の機能を

維持していくためには、やっぱり病院事業の経

営基盤となる財政状況の健全化が求められると

いうことが書かれていまして、その中で町の一

般会計の現状も非常に厳しいことは言うまでも

なくという、この辺のきちっとした町とタイア

ップした中で、病院、それこそ地域医療、西和

賀町の病院を継続していっていただくというこ

とは必要でありますけれども、病院経営強化プ

ランで、この中で計画修正等を適正に行いなが

らという文言がありますけれども、令和６年度

においてこの修正等をこれまでの中でチェック

というか、どのような改善がなされたのかとい

うあたりがありましたら、その辺を伺いたいと

思いますし、いずれ意識的には病院全体が意識

を持って、やはり町と一体となっていかなくて

はいけないと思いますけれども、その辺、令和

６年度どうだったかということをお聞きします。 

委員長 病院事務長。 

病院事務長 強化プランの部分の改善ということ

でご説明したいと思います。 

  まず、強化プランのほうには様々な対策のほ

かに、目標指数という部分で掲げている項目が

何点かございます。患者数であるとか、病床利

用率等については、計画と比較しますと、ちょ

っとやはりそこまで達していないという現状が
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あります。収益の部分についても、当初作成し

た計画は令和４年度を基準にして策定したもの

になりますが、４年度というコロナの真っ最中

というところになります。収益の部分もその分

上がっていたわけですが、それを基準にして設

定した部分もありましたので、現在については

そういうコロナ関係、感染症関係の患者さんが

ほとんどいなくなったということもあります。

ですので、その部分の見直し等についてはこれ

からやるという予定にしております。いずれこ

のプランについては、岩手中部圏域の会議等で、

変更の場合はまた承認いただく必要もあります

ので、早急に見直しを図って、経営改善のほう

に努めていきたいというふうに思っております。 

  あと、一般会計の部分についてですが、繰入

れの部分については総務省で定めている部分の

範囲内でということでいただいておりますけれ

ども、やはり病院の経営が行き詰まりますと、

その分一般会計やらの負担もかなり大きくなっ

てくるということもあります。ですので、先ほ

ど来申し上げておりますように、１つずつ改善

できることを改善していきながら、少しでも収

益の増につなげていく策、一番は患者さんの増

ですので、先ほど宏委員さんもおっしゃったよ

うに、職員の対応、あとは体制の充実等をさら

に行っていきまして、充実した病院経営のほう

に努めていければなというふうに思います。 

委員長 真嶋委員。 

２番  大変丁寧な説明もいただいておりますし、

この非常に難しい困難な状況の中で地域の医療

を守っていただいていることに敬意を表します

が、その上で、業務報告書の８ページから９ペ

ージのグラフが非常に分かりやすいグラフにな

っているのではないかなと思って見させていた

だきました。特に他会計補助金について、大き

く２つのターニングポイントがありまして、平

成27年、それ以前が平成26年しか出ていないの

で、その先がちょっと分からないのですけれど

も、ここで一つ歯止めがかかったような形があ

って、令和３年まで非常に抑えた金額が他会計

から積んでいるのですけれども、令和３年から

それ以降が右肩上がりになってきていると。こ

の間コロナもあったかと思いますが、若干コロ

ナの期間とのずれなども含めて、最終的には対

処する方法は、先ほどの議論の中で出てきた一

つ一つのことを埋めていくことに違いないのか

なと思うのですけれども、これだけグラフとし

て見えてくるものにはちょっとある種危機感も

感じておりますけれども、病院事務からこのグ

ラフをどのように捉えているか教えてください。 

委員長 病院事務長。 

病院事務長 一般会計の繰入れの部分です。26年

度については、病院建設した部分の年になりま

すので、ちょっとがっと上がっているというこ

とになります。27年度からは、新たな病院での

診療が開始になっておりますので、横ばいで来

ておりました。令和３年度、４年度から上昇、

上昇というか上がってきておりますが、やっぱ

り３年、４年についてはコロナ関係、病床の空

床補償であるとか、国からの補助等もありまし

たので、一般会計から繰り入れていただく部分

はかなり抑えられておりました。 

  まず、令和５年度については、コロナが医療

法上の５類になったことで、国、県等からの支

援もなくなりましたので、取りあえずやっぱり

病院の収入、医業収入で賄っていくという部分

になりますので、そこについては令和５年度、

令和６年度の実績がそれほど予算どおりの見込

みにはならなかったということで、一般会計の

ほうから繰入れをいただいて対応したというよ

うな状況になります。よろしいでしょうか。 

委員長 真嶋委員。 

２番  このグラフのスタートが平成26年で、病

院建設の年だったということで、少しまたグラ

フに対する理解が進んだわけですけれども、そ

こからいうと、やはりそこが正常値ではないと

思いますので、今のグラフの傾向でいくと、建

設時と同等か、あるいはこの傾きが続くと、さ
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らにそれよりも一般会計からの繰入れがより必

要になってくるということになるかと思います

ので、対策については非常に難しくて、先ほど

熱心に議論された結果にはなるかと思いますけ

れども、経営という側面からの分析もまた徹し

ていただかなければならないのではないかなと

思いますが、お伺いします。 

委員長 病院事務長。 

病院事務長 ありがとうございます。まさにその

とおりでございまして、やはり一般会計からの

繰入れを抑えていくという部分になると、先ほ

ど来申し上げておりますように、患者数の増と、

あと収益の増というところになりますので、病

院職員一丸となってさらに取り組んでいきたい

と思います。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りをいた

します。 

  これで認定第６号 令和６年度町立西和賀さ

わうち病院事業会計決算の認定についての審査

をひとまず終了したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  これでさわうち病院への審査をひとまず終了

し、次の学務課の審査に移るため、13時40分ま

で休憩いたします。 

午後 １時３０分 休   憩 

午後 １時４０分 再   開 

委員長 休憩を解き、学務課の審査を行います。

学務課が所管するのは２款総務費、３款民生費、

10款教育費であります。 

  学務課長より決算の概要説明を求めます。 

  学務課長。 

学務課長 学務課です。よろしくお願いいたしま

す。 

  それでは、教育委員会学務課が所管する主な

決算の内容について説明をいたします。学務課

を抜粋した決算書で説明をさせていただきます。 

  歳出の８ページをお開き願います。上段にな

ります２款１項５目財産管理費、24節、教育施

設整備基金積立金９万3,000円は、基金利子分

の積立てを行ったものとなります。参考までに、

令和６年度末の基金現在高は２億 1 , 1 0 6万

7,000円となっております。 

  次に、西和賀高等学校魅力化支援基金積立金

4,000円についても、同様に基金利子分の積立

てを行ったもので、令和６年度末の基金現在高

は1,027万6,000円となっております。 

  続いて、３款２項１目児童福祉総務費の12節

委託料について説明をいたします。中段になり

ます。学童保育業務委託料1,200万円ですが、

保護者が仕事等により日中家庭にいない小学校

１年生から６年生までの児童に、授業終了後の

生活の場の提供等を行っているもので、社会福

祉協議会に運営を委託しております。令和６年

度利用者数は、湯田学童クラブ、利用児童数

35人、延べ利用人数4,100人、沢内学童クラブ、

利用児童数22人、延べ利用人数2,150人となっ

ております。開所日数は、湯田学童、沢内学童

ともに290日です。 

  次に、病児保育業務委託料551万2,000円です

が、病気のために集団の保育や家庭での保育が

困難な児童を一時的に専用施設で預かり、保護

者の子育てと就労の両立を支援したものです。

委託先は、さわうち協立診療所、年間利用者数

は52人でした。なお、令和７年度においては、

委託先の閉院に伴い、病児保育委託事業を実施

することができていない状況にあり、事業実施

に向けての検討を行っているところです。 

  次に、保育所措置委託料（湯本保育園）4,583万

2,900円ですが、入所措置人数は令和７年３月

末現在で20人となります。その下の川尻保育園

は4,065万9,480円、入所措置人数は17人、広域

入所分は４万4,930円、入所措置人数は１人で、

入所先は北上市の保育所となっております。 

  続いて、下段の18節、にしわが愛児会補助金
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758万8,000円ですが、にしわが愛児会の円滑な

運営を図るため、経理担当事務職員の雇用に係

る人件費分の経費助成と、児童数減少に伴い保

育園措置委託費の収入が減少していることから、

運営費への助成を行ったものです。 

  続いて、一番下になります子育て応援在宅育

児支援金29万円は、県補助事業になりますが、

保育施設等を利用せず、子供を家庭で子育てし

ている保護者に対し、経済的負担を軽減するこ

とを目的に、月額１万円の支援金を支給しまし

た。対象者は５名でした。 

  それでは次に、10款教育費に係る主な決算の

内容を説明申し上げます。14ページ中段になり

ます。10款１項２目事務局費、７節報償費、講

師謝礼212万6,056円は、西和賀高校魅力化支援

事業の学習支援対策として行っている小論文講

座、そして休日の課外授業の講師謝金となりま

す。 

  16ページ上段になります。12節、学生寮運営

業務委託料770万4,000円は、西和賀高校の女子

学生寮２施設、男子学生寮１施設の運営業務委

託料となります。女子学生寮、遊古林の運営を

社会福祉法人光寿会に、男子学生寮、山田屋と

女子学生寮、三城の運営を旅館一城に委託して

おります。令和６年度の寮生は、遊古林は５名、

三城４名、山田屋５名の計14人でした。 

  次に、ユキノチカラ×西和賀高校コラボレー

ション業務委託料220万円ですが、町内の事業

者で組織するユキノチカラプロジェクト協議会

との共同プロジェクトとして、町内事業者と高

校生が連携しての商品開発や販売、そして西和

賀の潜在的魅力を発掘し発信する活動などを行

いました。具体的には、牛乳で割って飲むコー

ヒー、カフェラテベースについては、実際に商

品化されておりますし、そのほかにも急速冷凍

でおいしさを保つことができるビスケットの天

ぷらや、地域食材を使ったカフェメニューづく

りなど、西和賀の地域財産を学びながら、高校

生の新たな視点による町の魅力づくりに取り組

んでいます。このような活動を紹介するため、

魅力発見ラボを発行し、町内、そして北上市内

中学校等への配布を行いましたが、西和賀高校

の魅力発信として大きな役割を果たしてくれる

と感じております。 

  次に、下段になります。18節負担金、補助及

び交付金の西和賀高校魅力化支援事業補助金

809万2,820円の内訳ですが、大きく３つになり

ます。１つ目は、模試・資格検定試験補助が148万

1,430円で、内容は生徒の進学、就職の希望を

かなえるための学力向上対策として、模擬試験

や資格検定に係る受験費用の一部を助成したも

のです。 

  ２つ目は、給食費補助が377万1,300円で、内

容は昼食の副食代に係る経費を助成したものに

なります。月によって変動はありますが、平均

での利用率は49％、利用者は52名となっており

ます。 

  ３つ目は、語学研修補助が268万5,780円で、

オーストラリア、シドニーに生徒５名、引率教

員１名を派遣しました。派遣期間は、令和７年

２月15日から21日までの７日間で、シドニー市

内の高校との交流などを通じて国際理解を深め

てきたところです。 

  続いて、20ページの上段になります。10款２

項１目学校管理費、10節、修繕料500万5,605円

の主な内訳は、小学校費におけるスクールバス

の車検修繕、除雪機修繕、消防設備修繕、沢内

小学校プールろ過器修繕、湯田小学校舗装補修

等となっております。 

  次に、24ページ上段になります。19節扶助費、

準要保護児童援助費118万6,311円は、援助を希

望する家庭に対して、認定基準に基づき審査を

行い、該当児童16人に援助を行ったものです。

援助内容は、学用品、給食費、修学旅行費、通

学用品費等になります。 

  次に、26ページ上段になります。中学校費に

なります。10款３項１目学校管理費、10節、修

繕料366万8,764円の主な内容は、スクールバス
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車検、除雪機修繕、消防設備修繕、沢内中学校

舗装補修、大沓車庫駐車場修繕、湯田中学校防

火戸修繕等になります。 

  次に、28ページ上段になります。１節、部活

動指導員97万6,932円、そして７節、部活動指

導員謝金100万226円は、中学校に部活指導員を

配置し、教員の負担軽減を図るとともに、適切

な練習時間の確保を行ったものです。両校全て

の部活に１名の指導員を配置しましたが、沢内

中学校は特設スキー部にも１名配置しましたの

で、指導員は全体で９名の配置となっておりま

す。町職員として任用されている方、例えば用

務員さんが部活動を指導した場合は、謝金対応

となるため、１節と７節に分けて支出している

ところになります。 

  次に、30ページ上段になります。19節扶助費、

準要保護生徒援助費159万337円は、援助を希望

する家庭に対して、認定基準に基づき審査を行

い、該当生徒12人に援助を行ったものです。援

助内容は、学用品、給食費、修学旅行費、体育

実技用具等になります。 

  中段からは、学校給食費となります。令和６

年度は、新給食センターが稼働し、３年目であ

りました。調理員の皆さんも様々な経験を重ね

ていただき、調理作業のスタイルが確立できて

きたと感じておりますし、地元食材を活用した

メニューづくりにも取り組んでいます。県教育

委員の皆さん、町外保護者会の皆さんによる施

設見学や試食もありましたし、学年ＰＴＡによ

る試食会などの機会も増えてきたところでした。

決算額は、総額で8,002万6,523円となっており

ます。 

  33ページ以降につきましては、左上に保育所

名を入れておりますけれども、３保育所ごとの

決算となりますので、ご確認願います。 

  続いて、歳入について説明させていただきま

す。歳入の２ページの上段になります。14款分

担金及び負担金の小学校給食費負担金におい

て、11万3,120円の収入未済が生じております。

その後、８万3,300円が収入済みとなっており

ますが、現在２万9,820円が未納となっており

ます。引き続き、納入に向けての適切な対応に

努めてまいります。 

  続いて、決算附属資料について若干説明をさ

せていただきます。決算附属資料の227ページ

をお開き願います。１、総務関係ですが、（１）、

教育委員会議の開催ですが、令和６年度は定例

会を12回、臨時会を１回開催しております。 

  （２）、学校のあり方検討です。令和６年度は、

令和６年３月の学校のあり方検討委員会報告を

受け、地域説明会や保護者アンケート等を実施

し、町民の皆さんの意見を伺いました。そして、

令和７年３月に町の方針を決定しています。 

  （３）、奨学金の貸与状況ですけれども、６年

度貸付けは15人、うち新規１名で、貸付金額は

840万円、償還は42人、償還金額は925万円とな

っております。 

  （４）、教員住宅の使用状況は、川尻、湯田中、

湯本、新町、泉沢合わせて11戸、全て利用して

おります。 

  228ページは、６年度の児童生徒数、主な工事

などになりますので、説明は省略させていただ

きます。 

  以上で学務課に関する主な決算についての説

明を終わります。よろしくお願いいたします。 

委員長 学務課長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。初めに、歳入に関

する質疑を一括で許します。質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 次に、歳出に関し、ページごとに審査を

進めます。 

  ７から８ページ、質疑ありませんか。 

  唐仁原委員。 

６番  ７から８ページのところで、私のほうか

らちょっと３点ほどお聞きしたいので、順番に

行きます。 

  まず、子育て応援在宅育児支援金給付事業で

す。こちら先ほど課長のほうから、県の事業だ
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という説明もありましたけれども、いろいろな

事情とか考えから、保育所でなく自宅でという

ことで選択される親御さんというのは、必ずど

んなときもいるのかなと思っています。こうい

った給付事業があるというのはいいことだなと

思っているのですけれども、利用者のほうから

何らかのリアクションとか反応というのがあっ

たかというのを教えていただければ。 

委員長 高橋祐征室長代理。 

子育て支援室長代理 では、私のほうからお答え

いたします。 

  子育て応援在宅育児支援金給付事業について

ですけれども、こちらの利用者からのリアクシ

ョンにつきましては、対象者が５名と少ないこ

ともございますし、また基本的に書面上でのや

り取りということで手続を行っているものでし

て、目に見えての反応はございませんけれども、

申請から交付までスムーズに行えておりますの

で、大きい金額ではないのですけれども、子育

てに役立てていただいているものと捉えており

ます。 

  あと、先ほど事情ということでお話ありまし

たけれども、この事業は生後８週以降３歳未満

までということが対象の要件となっておりまし

て、使われる方のほとんどは生まれて２か月後

から１歳になる月の保育所に入るまでの期間に

利用が専らとなっております。 

  以上です。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  ありがとうございます。私がちょっと勘

違いしていた部分もあったかもしれませんが、

役立てていただけているのであればいいのかな

と思います。 

  次に、同じくこのページの、今度放課後児童

健全育成事業ということで、学童のお話なので

すけれども、学童保育業務委託料など出ていま

すが、利用児童数に湯田と沢内と比べたときに

結構開きがあるなと感じているのですけれども、

これは何か原因として考えられるようなことが

あるのか、それともたまたまなのか、そもそも

このぐらいの開きがずっとあるのか、ちょっと

教えていただければ。 

委員長 高橋室長代理。 

子育て支援室長代理 では、こちらの質問も私の

ほうからお答えさせていただきます。 

  放課後児童健全育成事業についてということ

で、湯田学童と沢内学童の利用者の開きについ

てですけれども、そもそもの小学校の児童数と

しても湯田小学校のほうが多くなっております。

その結果、登録児童数も湯田学童のほうが多く

なっているというふうに考えられます。 

  また、利用者の年代別のところを見ますと、

沢内学童のほうに登録されている高学年の児童

さんが少ないということもありまして、推測で

すけれども、例えばスポ少活動をされていたり

ですとか、あと自身で留守番ができたりとか、

あるいはご家庭にふだんから家族がいる環境で

あったりというところが推測されるところです。 

  以上です。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  ありがとうございます。学童に関しては、

私自身は自分が育った環境で学童を利用したこ

とがなかったので、ちょっと分からないのです

けれども、子供にとっては遊び場の一つなので、

一緒に遊ぶ友達がいるとかというので使いたい、

使いたくないというのも出てくるかなと思って

います。児童数に関して、沢内と湯田で今後ま

た違いがいろいろ出てくる部分はあるかなと思

うのですけれども、今小学校、中学校の話とか、

保育所、保育園の話というのがいろいろ出てき

ている中ですけれども、その辺りのことという

のも検討はされているでしょうか。 

委員長 学務課長。 

学務課長 今沢内地区の小中一貫校の検討を進め

ているところですけれども、学校施設、それに

附属する施設ということで保育所もありますし、

学童保育もどうするかという部分も出てくると

思います。ですので、これから学校の施設機能
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の検討も行いますが、エリア全体どういう配置

になっていくというか、どういうふうにつくり

上げていくという部分の構想もまとめるという

形になってくるので、学童についても一緒に検

討していくということになります。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  ありがとうございます。しっかりと検討

されるようならば、出てくるものをまた見て考

えたいと思います。ありがとうございます。 

  もう一点、今度は病児保育委託事業です。附

属資料だと132ページになっていますけれども、

昨年度延べ利用者数が52人だったけれども、本

年度は事業なしとなっています。これは、委託

先の事情によって委託する先がなくなったゆえ

だと思います。病児保育に関してもやっぱり必

要だろうということで検討しているという話も

聞きますけれども、ちょっと現状について教え

てください。 

委員長 子育て支援室長。 

子育て支援室長 それでは、決算附属資料132ペー

ジ、病児保育委託事業のご質問についてお答え

させていただきます。 

  委員おっしゃるように、委託先がなくなった

ということで、現在休止をしてございますけれ

ども、休止以降病児保育事業の再開を求める声

を多くいただいております。また、保育現場、

保育士の先生方からも、病児保育を必要とする

ご家庭の状況も伺っており、今年度当初から事

業実施に向けて検討を続けておるところです。 

  県内の病児保育は、９市町で14施設設置され

ておりますが、13施設が医療機関に併設または

隣接しているという状況でありまして、病児保

育が福祉というよりも、どちらかというと医療

的事業として受け止められていると考えられま

して、本町で病児保育を行ってこられたのは、

まず委託先の診療所の先生方やスタッフさんの

ご理解とご協力、大きなご努力のたまものと受

け止めているところです。 

  これまで事業実施に向けて検討してきたわけ

ですけれども、現在課題となっているのは、や

っぱり看護師の確保であったり、あと医療機関

との連携の部分であります。今後においては、

看護師確保と医療機関との連携のあり方を中心

に協議を進めて、事業実施に向けて検討を進め

てまいりたいと考えておるところです。 

  以上です。 

委員長 真嶋委員。 

２番  次世代育成支援対策地域協議会事業につ

いて伺います。 

  附属資料でいくと、128ページでございます。

前年度は195万3,000円ということで、これは第

３期子ども・子育て支援事業計画に向けたアン

ケート等の大きな事業をやって、それを受けて

かと思いますが、今後大体年４回ベースでこの

協議会は継続して行っていく計画であるかとい

うこと、それからこの会の構成がどのようにな

っているかということ。 

  あと、128ページの事業概要を読ませていただ

くと、教育分野の中で子ども・子育て支援事業

計画というのは、かなり教育、子育ての中の上

位の計画かと思いますけれども、今後そういう

計画についての、やはり協議会自体も上位の諮

問というか、意見を伺う期間になるのかなとい

うこと。逆に言うと、今現在学校、保育所など

テーマ別の課題については、それぞれの委員会

等今後も出てくると思うのですけれども、それ

と並行しながら、これは長期の計画に向けての

議論を進めていく会議なのかなとちょっと想像

しましたけれども、その確認もしたいなと思っ

ておりました。 

  加えて１点、ちょっと具体的な、先ほど唐仁

原委員のほうから学童保育のことが出ておりま

したけれども、今後のあり方検討という部分で

いくと、個別のテーマ別の委員会もあるかもし

れませんけれども、こういう協議会かなと思っ

て、ちょっと発言させていただきますが、学童

保育というのはある程度親御さんとの契約とい

うか、閉じた形の関係で進んでいると思います
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が、自治体によっては児童館というような形で、

基本的にオープンな受入れをするような施設も

あるかと思います。今後の少子化と保育、学校

の移設に向けて、児童館という仕組みについて

も検討が必要ではないかなと思いますけれども、

こういう協議会等になるのか、あるいは別の会

になるのか、検討が可能なのかお伺いします。 

委員長 子育て支援室長。 

子育て支援室長 それでは、決算附属資料128ペー

ジ、次世代育成支援対策地域協議会事業のご質

問にお答えさせていただきます。 

  まず、決算額、５年度と６年度の事業費の開

きですけれども、委員おっしゃるとおり、５年

度は計画策定に向けていろいろ調査を行ったと

いう経費が入ってございますし、６年度につい

ては委員会の開催費、経費、事務費のほうのみ

ということで、事業費に差が開いてございます。 

  それから、今後の協議会の開催の頻度でござ

いますけれども、まず昨年度については、第３

期の計画策定に向けて重点的にご審議をいただ

くために、４回開催をしてございましたけれど

も、今年度以降については、計画に定めた事業

の進捗状況であったり、必要に応じて計画の見

直しなどを行うということで、年２回程度の開

催と考えてございます。 

  それから、子ども・子育て支援事業計画です

けれども、委員お考えのとおり、子育て支援に

特化した計画となっておりまして、今後５年間

を見据えた計画になっていますので、この計画

に基づいていろいろな子育て支援施策を実行し

ていくといった内容になっております。 

  それから、すみません、地域協議会の委員構

成ですけれども、まず民生委員さんの主任児童

委員さん、それから保育施設の代表者の方、そ

れから保護者会の会長さんであったり、あと社

会福祉協議会、あとは学校保健会、ＰＴＡ連合

会のそれぞれ代表の方が構成員となって、ご審

議をいただいているところになります。 

  それからあと、学童保育、別な形態の児童館

というお話もございましたが、今後学校との一

帯エリアで整備していくといった中で検討して

いくこととなると思いますし、当然児童館につ

いては次世代育成支援対策地域協議会の議題に

もなってくるかと思います。考え方としては、

地域のニーズを踏まえた上で、いろいろ今後必

要な事業を検討していくといったところになり

ますので、その辺りも含めて児童館が必要かど

うかというのも検討されていこうかと考えてお

ります。 

  以上です。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。９から10ページ、質疑ありま

せんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。11から12ページ、質疑ありま

せんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。13から14ページ、質疑ありま

せんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。15から16ページ、質疑ありま

せんか。 

  髙橋宏委員。 

８番  私からは、西和賀高校の魅力化支援事業

補助金、附属では134ページだと思うのですけ

れども、今説明もあったのですけれども、大き

な事業が３つということで、その中の語学研修

の参加者が５名ということになっておりますけ

れども、学校の中で希望者が多くいた中でこの

５名が選ばれて行ったということなのか。行っ

たのは５名ですけれども、ほかに希望者はいた

のかという点、まずお伺いします。 

委員長 学務課長。 

学務課長 オーストラリアの海外派遣研修につき

ましてお答えします。 

  ５名ということになっておりますけれども、

令和６年度は希望者が10名程度いたのかなと思
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います。今年の分、令和７年度の話になって申

し訳ありませんけれども、こちらのほうは希望

者が14人いたと聞いております。初めに、学校

さんのほうで生徒さん向けの説明会を行います。

それは誰でも参加できる形になります。そして、

それから本当に希望したいという生徒さん方に

申込みを出していただくということになり、そ

の後筆記試験、テスト、あとは面接を行って、

学校のほうでその５人を選ぶ形になります。た

だ、審査の過程においては、志望した理由とか、

あとはこれまで英語検定の取得状況とか、あと

学校での頑張りというか、そういった部分も加

味しているというふうに認識しているところで

す。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  これ一時、コロナの間やめていて、また

再開したと思うのですけれども、入学希望者が

最近増えて、定員も増になったわけですけれど

も、入学の希望の際に、この語学留学があるか

らというような希望者がいるのかという点。 

  あとは、今申込人数等々ありましたけれども、

例えば１年生で希望して駄目だったけれども、

また続けて２年生のときにも希望しているとい

うような生徒も見受けられるのかについてお願

いします。 

委員長 学務課長。 

学務課長 こちらのほうの対象は、１年生、２年

生になりますので、まず２回チャレンジできる

形にはなります。今年も県外募集なりで説明会

行かせていただいたり、あとは町外の方で学校

訪問に来た方でお話を聞いたりする場面はあり

ますけれども、そういった部分でやはり海外派

遣、オーストラリアに行きたいのだということ、

それを魅力に感じて、まず西和賀高校のお話を

聞いているという部分で受けるケースは多いで

す。ですので、こういった海外派遣の部分は、

生徒募集に対してかなり意欲ある子たちが海外

派遣を目指して来るケースもあるというふうに

認識しているところです。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  学校現場ではないので、難しいかもしれ

ませんけれども、海外派遣に参加した生徒、そ

の後の成果的なものというか、どのように変わ

ってきたというようなこと、学校からの情報が

あれば教えていただきたいと思います。 

委員長 学務課長。 

学務課長 学校からの情報というわけではありま

せんけれども、私たち、寮生なりでも海外派遣

に行った方、生徒さん方とか、あと生徒さん方

も実際会う場面も多くて、その生徒さん方の様

子を見ているところでした。やはり行った子と

いうのは、また成長したなという部分で感じて

おります。というのは、語学研修という部分よ

りも生徒の行動、例えば生徒会の活動に積極的

に関わったりとか、あと町の部分に感謝を伝え

る気持ちとか、そういった部分含めてですけれ

ども、本当に生徒が成長したなという場面を感

じるところが多いです。 

  あと、先ほどちょっと漏らしましたけれども、

１年生で応募して、ちょっと漏れて、２年生で

応募するというケースもあります。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。17、18ページ、質疑ありませ

んか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。19、20ページ、質疑ありませ

んか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。21、22ページ、質疑ありませ

んか。 

  髙橋宏委員。 

８番  企画課の歳入のほうで、デジタル田園都

市国家構想交付金というのがあって、その用途

を聞いたときに学務課のほうでということでし

たので、ここでお聞きしたいと思いますけれど

も、学習支援ソフト使用料ということで先ほど

の交付金は使われたということですけれども、
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この内容についてお伺いします。 

委員長 学務課長。 

学務課長 それでは、学習支援ソフトの部分につ

いてお答えさせていただきたいと思います。 

  デジ田交付金を活用しまして、このソフト使

用料ですけれども、単年度分というわけではな

く３年分、36か月分、使用料として令和６年度

にお支払いしたということですので、６、７、

８と使用できるソフトになっております。自学

自習、そして夏休み、冬休み長期休業中とか、

タブレットに学習支援ソフトが入ることによっ

て、子供たちが自主的に自分で勉強ができると。

学習ドリルがタブレットに入っている感覚にな

ろうかと思いますけれども、自分でそういった

勉強する部分で能力を伸ばすためにも活用され

ている部分になります。実際統一した形で使用

されているかという部分は、ちょっと難しいと

ころがありまして、学校とか先生によっても使

い方とか頻度等は変わってきますけれども、た

だ子供さんたちにニーズ聞いても、非常によか

ったという部分に答えてくれる方も多く、アン

ケートではたしか91％ほどがよかったと答えて

おりますので、生徒さんたちにとっても効果が

あるものと思っているところです。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  現代の子供たちですので、ソフトを使う

ことに関して全然問題なく使われて、効果も現

れているというふうに理解していいのでしょう

か。 

委員長 学務課長。 

学務課長 ご指摘のとおりで、今やっぱりデジタ

ル化というか、そういった部分に対応した学習

というのが子供たちの将来に必要な部分だと思

います。そういった形でも、学習支援ソフトは

やっぱり効果があるというふうに思っていると

ころです。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。23、24ページ、質疑ありませ

んか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。25、26ページ、質疑ありませ

んか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。27、28ページ、質疑ありませ

んか。 

  真嶋委員。 

２番  部活指導員の活動についてお伺いします。 

  附属資料の140ページのほうに詳しく掲載され

ておりますけれども、事業概要を見ますと、湯

田中学校のほうが４名、４部ですか、それから

沢内中学校のほうが５部、そのうち１つが先ほ

どのお話ですとスキーということで、特設だと

いうことのようですが、活動時間と日数のほう

を見ますと、４部の湯田のほうが多くなって、

沢内のほうがちょっと少なくなっているようで

すけれども、これは実態としてその時間が反映

されているのか、あるいは下のほうに正職員、

他任用というような書き方がありますけれども、

ほかの併任の方の活動時間が少なくてこうなっ

ているのかお伺いします。 

委員長 学務課長。 

学務課長 例えばですけれども、沢内中学校のバ

ドミントンの指導員さんは町外の方で、雫石か

ら通っている方ということもあり、平日はなか

なか来られなくてということで、活動も実際減

っているというところもありますし、あと部活、

柔道ですとスポ少みたいな形で、中学校だけで

はなくて一緒に集まってやるという部分もあり

で、その部活によってやっぱり活動日数がかな

り違っていて、それで湯田中と沢中で差ができ

てしまうという状況でした。 

委員長 真嶋委員。 

２番  実態について了解しました。 

  その上で、特設クラブというのがあるという

ことで、私としては１つは、中学校２校の枠を

外して、特設などについてはどちらの学校の生

徒にもチャンスが与えられるようにできないか
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なという思い、これについては生涯学習の地域

スポーツクラブとの関わりもあるかと思います

けれども、そこはちょっと置いておいて、まず

特設クラブとしての可能性についてお伺いしま

す。 

委員長 学務課長。 

学務課長 ご指摘のとおり、そういった形で、中

学校の枠組みもですけれども、中学校だけでは

ない、大人も小学生もみたいな形での枠組み、

全体での枠組みということで、地域スポーツク

ラブの部分を今後設立したいということで、ま

ず検討しているということになります。その流

れとして、運動部だけではなくても、文化部で

も団体の協力を得ながらできる部分がないかと

いうことも含めて検討していきたいというふう

に考えているところでした。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  私からは、先ほどと同じくデジタル田園

都市国家構想で、こちらは中学校に学習支援ソ

フトということで、先ほど小学校の部分で聞き

ましたので、事業内容については同じだと思い

ます。中学生にとっての効果とか課題があった

ら、そこを伺いたいと思います。 

委員長 学務課長。 

学務課長 中学生にとっても、学習支援ソフトと

いうのは非常に役に立っているものと思ってお

ります。活用の仕方は、個々の生徒に、やり方

にもよるかと思いますけれども、例えば高校受

験とかの過去問ができたりとか、そういう部分

もできますので、自学自習というか、自分で勉

強する部分にとっては非常に役に立っていると

いうふうに認識しているところです。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。29、30ページ、質疑ありませ

んか。 

  真嶋委員。 

２番  私から、学校給食費についてお伺いしま

す。 

  決算資料のほうですと、総額で8,000万円規模

ですか、そして附属資料の141ページの給食セ

ンターの管理運営費でいきますと 6 , 9 7 5万

9,000円、これも前年が5,984万円から大きく金

額が上がっております。察するところでいくと、

やはり食料費がかなり世の中大きく動いている

ということかと思いますけれども、そうした食

品、ほかの価格高騰の影響をお伺いして、これ

で間に合っているのかと言うとあれですけれど

も、その価格高騰の影響は給食費にどのように

影響しているかお伺いします。 

委員長 学務課長。 

学務課長 ご指摘のとおり、食材等の高騰の部分、

そしてあと電気料とか、そういった部分がやっ

ぱり高くなっている部分がありますので、その

分で前年度対比で増えているという状況になり

ます。食材高騰している状況ではありますけれ

ども、保護者負担は変えることなく、まず対応

してきているところでした。今後もですけれど

も、状況を見ながらにはなりますけれども、食

材高騰によって、ちょっとまた給食費の補正す

る場面もあるかもしれませんけれども、まず子

供さんたちには影響がないように進めていきた

いというふうに考えているところですので、ご

協力というか、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

委員長 真嶋委員。 

２番  給食センターについてもう一点、学校給

食以外での他の分野の食品というか、食べ物の

供給等についての検討はどのように進んでいる

かお伺いします。 

委員長 学務課長。 

学務課長 現在の給食センターは、将来的には病

院食も対応できるように、調理のラインスペー

ス等の確保がされているということになってお

ります。そのためには、調理器具の購入の設置

とかしなければならない部分はあるのですけれ

ども、病院のほうとして、今調理体制は取れて

いるので、今々すぐ学校給食のほうと兼ねてと
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いうことにはならないかとは思いますけれども、

設置した当初より、また物価高騰とかで機材等

もまた変わってきていますし、今給食センター

のほう、流れというか、そういった部分も大分

固まってきていますので、そのシミュレーショ

ンと言ったらなんですけれども、実際にそうい

った部分やるとしたら金額的には幾らぐらいか

かるとか、そういった部分の把握はしなければ

ならないと思っていまして、それはまず今年学

務課のほうでもやっている、やっているという

か、試算しているところではありました。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。31、32ページ。 

  唐仁原委員。 

６番  先ほど真嶋委員から給食センターの話が

ありましたけれども、私も給食に関することな

のですけれども、給食材料費というところで、

先ほど課長からの説明だと、地元の食材の利用

なども進んでいるし、新しい施設に慣れてきて

ということでしたけれども、これ例えばうちの

食材を給食に使ってくれないかなと思った場合

というのは、どういうふうに話を持っていった

らいいのでしょうか。 

委員長 学務課長。 

学務課長 実際町内で作っているものを給食提供

できないかなという相談を受けたりするケース

はあります。そういった場合は、給食センター

のほうに相談していただければ、栄養士さん等

含めて、私所長ですけれども、検討させていた

だきたいと思っております。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  給食の献立表みたいなのを以前見せても

らったことがありまして、献立考える人もだし、

給食を作っている皆さんも物すごく工夫を凝ら

されているに違いないと思ったのですけれども、

それに実際に食品を、食材を提供できる人が増

えれば、恐らくさらに給食が一つ町の売りにな

るのではないかなとも思っております。今のや

つだと、まずこのぐらいの量のものをこのくら

い出せるのだけれどもみたいな話は、学務課に

お話を持っていったらいいということでよろし

いですか。 

委員長 学務課長。 

学務課長 学務課、給食センターに相談をいただ

ければと思います。実際月１回、西和賀給食の

日という献立がありまして、そこはもうワラビ

にしろ、町内の食材を使ったメニューを集中的

に作る日があるのですけれども、そういった部

分のほかにもいろいろと地元食材を取り入れた

いということで、給食センター、栄養教諭さん

をはじめとして、いろいろメニューづくりにも

取り組んで頑張っていただいていると思ってお

ります。ですので、そうした町民の皆さんの協

力も得られれば、なお給食センターというか、

学校給食の部分、運営もですけれども、献立づ

くりに工夫がされ、町の魅力にもつながってい

くものと思いますので、まず学務課のほうに相

談していただける形で大丈夫ということで答弁

させていただきます。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。33、34ページ、質疑ありませ

んか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。35、36ページ、質疑ありませ

んか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。37、38ページ、質疑ありませ

んか。 

（なしの声） 

委員長 それでは、全体を通して質問し忘れ等あ

りませんか。 

  普本委員。 

３番  すみません、分からないので教えていた

だきたいのですが、小中学校で全国規模の学力

テストを実施していると思うのですが、その予

算はどこに含まれているかということを教えて
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ください。 

委員長 学務課長。 

学務課長 全国規模となると、まず全国学力テス

ト調査になるかと思います。その部分の調査費

用につきましては、国で全て行っておりますの

で、町の負担はありませんので、この決算には

出てきていないという状況になります。 

委員長 普本委員。 

３番  ありがとうございます。国で実施してい

るというのは、こちら町で手を挙げて、うちは

やりますよとか、やりませんよとか、そうやっ

て選べるようなものですか。 

委員長 学務課長。 

学務課長 全国学力調査の実施につきましては、

国のほうから各自治体のほうに意向調査があり

ます。その際、実施するということで、まず西

和賀町のほうはお答えしてということになりま

すので、町のほうでやる、やらないの判断をし

ているという状況になります。 

委員長 普本委員。 

３番  学力テスト実施しているということにつ

いて、各学校での必要感とか、反応はどうかと

か、今後も継続する方向かというところで、お

願いします。 

委員長 教育長。 

教育長 そもそも全国学力状況調査ですが、これ

は子供たちの順番をつけるものではなく、学校

の先生方の教えを改善するという目標ですから、

先生方の要求としては、要はいろんな意味で、

「ここ、できたね」とかというような客観的な

データがいただける分ありがたいとは思ってお

りますので、今後も方向性的には継続させてい

ただきたいと思っております。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  附属資料で最初に課長も説明されたので

すけれども、227ページの教員住宅等の利用状

況について書かれております。教員に対して貸

付けということと、あとは旧住宅については町

内企業に対し貸付けを行ったと。ということは、

今使われていない教員住宅はないのかについて

お伺いします。 

委員長 学務課長。 

学務課長 令和６年度においては、全ての教員住

宅が使用されているという状況でした。 

  令和７年度については、教員住宅１戸空きが

あります。そしてあと、旧教員住宅のほうも１

戸空きがあるという状況になっておりました。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  私の認識不足かもしれませんけれども、

古い使われないような住宅もあるように思える

のですけれども、そういうのはなくて、取壊し

とかも済んでいて、特にそういうところはない

という、今言われた使われていないのは１戸と

いうことでの認識でいいですね。 

委員長 学務課長。 

学務課長 教員住宅の11戸、このほかにも沢内小

学校の後ろに実際は倉庫として使っている教員

住宅はありますけれども、そこはもう使用でき

る状況ではありませんので、そこはまず除いて

おります。使っている部分で先ほど私答えたの

は１戸、まず先生１人出た方がありますので、

今年は１戸空きがあるという状況にあります。 

委員長 ほかに質疑ありますか。 

（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りをいた

します。 

  これで学務課が所管する一般会計の審査をひ

とまず終了したいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  これで学務課への審査をひとまず終了し、次

の生涯学習課の審査に移るため、14時45分まで

休憩いたします。 

午後 ２時３８分 休   憩 

午後 ２時４５分 再   開 

委員長 休憩を解き、生涯学習課の審査を行いま

す。生涯学習課が所管するのは、10款教育費で
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あります。 

  生涯学習課長より決算の概要説明を求めま

す。 

  生涯学習課長。 

生涯学習課長 皆さん、こんにちは。生涯学習課

長の菊池輝昌です。よろしくお願いします。着

座にて失礼します。 

  説明に入ります前に、資料の訂正がございま

すので、お知らせいたします。決算附属資料150ペ

ージ、地域スポーツ活動体制整備事業です。事

業概要の上から５行目、外部指導者の活動回数

ですが、正しくは126回ではなく140回となりま

す。繰り返します。正しくは126回でなく140回

となります。おわびして訂正いたします。 

  それでは、教育委員会生涯学習課が所管する

令和６年度の主な決算の内容について、令和６

年度西和賀町一般会計歳入歳出決算書（抜粋）

により説明いたします。 

  初めに、歳出から説明いたします。決算書５

ページを御覧ください。10款４項１目社会教育

総務費です。社会教育総務費は、町民大学や高

齢者大学講座事業、子育て家庭教育支援事業、

まちづくり出前講座、男女共同参画推進事業、

教育振興運動、学校支援地域本部事業、二十歳

のつどい記念事業といった各種事業に係る講師

謝礼や消耗品費などの費用と、当課所管の公用

車、旧左草小学校の維持管理費用、社会教育団

体への補助金となっております。 

  決算書７ページを御覧ください。10款４項２

目公民館費は、地区で管理しないこととなった

旧公民館の維持管理費用となります。令和６年

度は、旧草井沢、旧下左草、旧鷲之巣及び旧本

屋敷公民館の解体工事、ゆだ高原駅合築施設減

築工事を実施しました。 

  続いて、10款４項３目図書館費は、川尻図書

室、太田図書室、さわうち病院図書室の維持管

理費用と移動図書館車の維持管理費用になりま

す。 

  決算書９ページを御覧ください。10款４項４

目民俗資料館費及び10款４項５目美術館費で

す。資料館と美術館、デッサン館の管理業務委

託料、施設維持管理費となります。 

  決算書９ページ下部から11ページを御覧くだ

さい。10款４項６目文化創造館費です。文化創

造館の会計年度任用職員の人件費や総務費と、

施設の維持管理に関する費用、青少年劇場や中

学生演劇事業、銀河ホール常設公演事業などの

自主事業に係る費用となります。 

  ７節報償費、定住自立圏民俗芸能公演出演者

への謝金についてです。定住自立圏民俗芸能公

演出演謝金は、圏域の民俗芸能の保存を目的に、

圏域主催公演に相互に団体の派遣を行うことと

しており、当町からは奥州市の奥州市郷土芸能

祭に坂本神楽団を派遣し、当町へは芸術文化祭

に北上市の宿大乗神楽保存会を受入れしており

ます。 

  12節委託料ですが、備考欄の上から４行目、

電気工作物からピアノ保守点検業無委託料まで

は、各種設備の保守委託料となります。他につ

きましては、文化創造館における各種自主事業

を行うための委託料となります。 

  決算書の13ページを御覧ください。10款５項

１目保健体育総務費は、学校開放事業やクロス

カントリースキー大会事業、漕艇競技事業、ス

ポーツ団体各種スポーツ大会等の助成金になり

ます。 

  決算書15ページを御覧ください。10款５項２

目体育施設費は、各体育施設の維持管理費用と

なります。この中で、10節需用費、修繕料444万

859円の内訳は、太田プールろ過装置修繕123万

9,000円、沢内農業者トレーニングセンター消

防設備修繕71万5,000円、ほか各施設31件分の

修繕費用となります。 

  決算書17ページを御覧ください。14節工事請

負費、川尻体育館解体工事についてですが、事

業費2,652万3,200円は令和５年度事業の繰越分

となります。なお、同工事につきましては、令

和６年５月に完了しております。 
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  決算書１ページから４ページは、歳入となり

ます。３ページを御覧ください。23款１項７目

教育債は、旧公民館解体事業、ゆだ高原駅合築

施設減築事業及び川尻体育館解体事業の財源と

なります。 

  次に、決算附属資料について説明します。142ペ

ージを御覧ください。下段、町民大学講座事業

に事業概要が掲載されておりますが、事業実績

の詳細につきましては決算附属資料230ページ

に掲載しておりますので、併せてご確認をお願

いします。 

  143ページを御覧ください。上段、高齢者大学

講座事業では41名が登録し、各８回の学習会を

開催しております。なお、詳細につきましては、

決算附属資料230ページに掲載しておりますの

で、併せてご確認をお願いいたします。 

  145ページを御覧ください。下段、学校支援地

域本部事業は、県の補助金を活用し、学校が行

う農業体験や伝承活動、読み聞かせなどの活動

を支援するため、地域コーディネーターを配置

し、地域ボランティアの依頼や広報紙の発行を

行ったものです。 

  147ページを御覧ください。下段、青少年劇場

開催事業は、児童生徒に優れた舞台芸術を直接

体験いただく機会として開催しており、令和６

年度は狂言を町内小学校全校児童に鑑賞いただ

きました。 

  148ページを御覧ください。上段、中学生演劇

講座事業は、演劇を通じて豊かな感受性や想像

力の養成やコミュニケーション能力の育成を図

ることを目的に開催したものです。 

  150ページを御覧ください。地域スポーツ活動

体制整備事業は、国の実証事業を活用し、地域

スポーツコーディネーターを生涯学習課内に配

置、中学校の休日部活動の地域移行と併せ、地

域のスポーツ事業のプラットフォームとなる総

合型地域スポーツクラブの設立に向けた検討を

進めたものです。 

  230ページから231ページを御覧ください。社

会教育、生涯学習に関する事業実績を掲載して

おります。 

  232ページを御覧ください。読書活動に関する

事業実績を掲載しております。 

  233ページから234ページを御覧ください。文

化創造館銀河ホール、歴史民俗資料館及び川村

美術館事業の実績を掲載しております。 

  234ページから235ページを御覧ください。生

涯スポーツの推進について、体育関係の事業実

績、各施設の利用状況を掲載しております。 

  以上で令和６年度決算の概要について、生涯

学習課の説明を終わります。ご審議をよろしく

お願いいたします。 

委員長 生涯学習課長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。初めに、歳入に関

する質疑を一括で許します。質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 次に、歳出に関し、ページごとに審査を

進めます。 

  ５から６ページ、質疑ありませんか。 

  唐仁原委員。 

６番  町民大学講座事業ということで、附属資

料だと142ページなのですが、附属資料のほう

だと、そこに生涯学習だより用用紙ほかという

のも計上されていまして、こちらで聞いたほう

がいいかなと思っての質問なのですけれども、

生涯学習だより、非常にいい内容だなと思って

毎回見ているのですけれども、これはネットに

そのまま載っていたらいいなと思っていまして、

今だと全戸配布で配られているので、全戸配布

でこういうのが配られましたよという全戸配布

のページからしか今見られないようになってい

るかなと思っていまして、生涯学習課のほうで

過去のアーカイブみたいな感じでどんどん残し

ていったほうがいいのではないかなと思ってい

ます。 

  というのも、正直私がこの町に引っ越してき

た当初、今よりももう少し人口が多かったです

が、5,000人ぐらいの町でこんな活動が行われ
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ているとは思わなかったなと感じたことがあり

まして、町民に対して知ってもらうというのだ

けでなく、外に対してのアピールにも通用する

部分があると思います。せっかくやるのだった

ら、外に対してのＰＲにもなるようにしたほう

がいいのでないかなと思いまして、いかがでし

ょうか。 

委員長 生涯学習課長。 

生涯学習課長 お答えします。 

  情報の発信について、配慮が欠けていたなと

いうことをちょっと反省しております。早速と

いうことですけれども、令和７年の10月からま

た生涯学習だより発行しますけれども、このと

ころから町の公式ホームページの掲載というこ

とに加えて、ラインでもリンクを貼ってお知ら

せをしていきたいというふうに思います。 

  併せてということなのですけれども、生涯学

習だよりのみならずということですけれども、

やはり取り組んでいるイベントについて、こう

いったものがあるというお知らせですとか、あ

る種の実際こういった結果になっているといっ

たことも、公式ライン等を使いながらお知らせ

をしていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。７ページ、８ページ、質疑あ

りませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。９から10ページ、質疑ありま

せんか。 

  唐仁原委員。 

６番  ちょっとすみません、確認なのですけれ

ども、９ページ、10ページ、それから11ページ、

12ページで文化創造館費というのが出てくるの

ですけれども、お尋ねしたいのが附属資料の

146ページの文化創造館総務費の部分なのです

が、今聞いていいですか。 

  お尋ねしたいのは、附属資料のほうだと、会

館利用の増進に向けた取組というのが書かれて

いて、それに関して附属資料だと、自主事業公

演業務委託料とかギンガクのことが触れられて

いるのですが、そういうことをやったよという

のは別で、会館利用の増進に向けた取組を行っ

ているのかなと思いまして、そうなれば９ペー

ジ、10ページのところから聞くべきなのかなと

思ったのですが、どういうふうに考えたらいい

ですか。ここで…… 

委員長 どうぞ。 

６番  では、聞いていいですか。 

委員長 はい。 

６番  そうしましたら、今申し上げたとおりな

のですけれども、附属資料のほうに各種自主事

業の実施とともに、会館利用の増進に向けた取

組を行ったということで記載があります。会館

利用の増進に向けた取組というの、私これ読ん

だときに、今まだ使ったことがない人とか、そ

れは町民もそうですし、もしくは町外の人に向

けても使いませんかというふうな活動をしたの

かなというふうに認識したのですけれども、そ

の認識で合っていますでしょうか。 

委員長 生涯学習課長。 

生涯学習課長 それでは、お答えをしたいという

ふうに思います。 

  昨年度でございますけれども、お認めをいた

だいた予算を基に、会館30年を記念しての自主

事業等を展開したということでございます。 

  また、開館当時より、県内公立文化施設が加

盟する岩手県内公立文化施設協議会へ参加し、

常に県内文化会館との意見交換や業務的なつな

がり、人的交流を続けているというところです。 

  コロナ禍以降、大規模改修を経て、自主事業

をコロナ禍以前の状況に戻すよう努力するとと

もに、この間自主事業や貸し館でご利用いただ

くあらゆる場面を通じて、文化会館として動い

ているということを内外に発信することを意識

しており、このような活動が今年度の宝くじ文

化公演、これ12月26日ということでございます
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けれども、その採択や、地域創造より助成を受

けて実施する音楽アウトリーチ事業、これ明日、

あさってということで予定をされております、

町内の小中学校で実施をされます、その参加に

つながったと感じております。 

  さらに、他課と連携した子供向けイベントを

きっかけに、今まで当館を訪れることがなかっ

た客層がその後に貸し館で利用することにつな

がったというケースもございました。 

  以上から、文化創造館が絶えず何らかの形で

利用され、自主事業を実施し、その都度人が集

まっているという状態の維持が、外部からオフ

ァーをいただく機会や貸し館利用につながって

いると考えております。 

  その一方でございますけれども、情報発信に

ついては以前からご指摘をいただいているとお

り、大変弱い状況にありますことから、ＳＮＳ

を活用した情報発信を行い、詳細についてはホ

ームページにリンクさせる、そういった動線の

確保について近く確立をさせたいという方法で

動いていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  ありがとうございます。今答弁いただい

たように、にぎわいが以前よりも増しているか

なと私も時々見ていて思います。決算附属資料

の233ページとか、文化施設の使用状況とかを

見てみますと、まず銀河ホールの利用状況とい

うところでも利用が確実に増えているなと。今

課長から答弁いただきましたけれども、コロナ

の影響から一旦抜けたというのに加えて、今お

っしゃっていたのが、新しく銀河ホールに触れ

たことにより、さらに使う機会を提供できたと

いうふうなことのほかに、何か考えられる要因

というのはありますか。 

委員長 生涯学習課長。 

生涯学習課長 お答えします。 

  一例となりますけれども、他課からのイベン

トということで、農林課主催のウッドライフフ

ェスというものがやられています。令和４年度

からということで今年も開催されたわけですけ

れども、そういったことが外へのＰＲとなって

いるということも一因なのかなというふうに思

っております。一例でございますけれども、そ

のような考え方です。 

  以上です。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  聞くところによると、秋にも上野々の整

備された公園のところ、あそこを使ってイベン

トなどもあるようですし、そうなったときに、

やっぱり銀河ホールに対して、町の外から来た

人からすれば、あの建物何だろうと興味を引く

機会になるのかなと思っています。 

  これまでもいろいろと検討されてきていると

思いますけれども、どうやって開いていくか。

例えば単純にホワイエを使えるようにしたり、

あるいはホールの中がいつでも見られるような

状態になっていたりというふうなのを確保して

いくことがさらに利用増進につながるのかなと

思っていますけれども、その辺りの検討という

のは昨年度進んだりしていましたでしょうか。 

委員長 生涯学習課長。 

生涯学習課長 お答えします。 

  その件につきましては、文化創造館の運営委

員会の中でもテーマとして取り上げて協議をし

たということでございます。 

  以上でございます。 

委員長 ほかに質疑ありますか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。11、12ページ、質疑ありませ

んか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。13、14ページ、質疑ありませ

んか。 

  普本委員。 

３番  14ページの報酬、地域スポーツコーディ

ネーターに関わって、附属資料150ページ、地

域スポーツ活動体制整備事業について伺います。 
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  附属資料に詳しく記載がありますが、令和６

年度はスポーツコーディネーターを置いて、休

日部活動の充実や中学校の先生方の負担軽減を

図ったということで、こうした実績の評価、ど

のように見ているか教えてください。 

委員長 生涯学習課長。 

生涯学習課長 お答えいたします。 

  中学校の休日部活動の地域展開、移行という

ことでございますけれども、これについては両

中学校のほうで既にできているということでご

ざいますし、それから総合型地域スポーツクラ

ブの設立の検討ということでございますけれど

も、設置の検討委員会を設立して検討を進めて

いるということでございまして、今年度、令和

７年度も検討しているところでございますけれ

ども、そういったものにある程度めどをつける

ことができたのかなというふうに考えておりま

す。 

  以上でございます。 

委員長 普本委員。 

３番  今のご答弁にもあったように、こうした

総括を受けて７年度の事業が始まっていると思

いますが、今後の見通しを教えてください。 

委員長 生涯学習課長。 

生涯学習課長 お答えいたします。 

  今後の取組ということでございますけれども、

これまでの実証事業と、それから関係者による

会議において意見交換をするという中で、部活

動の地域移行を通した学校の枠を越えたスポー

ツ活動に切り替えていく流れは、避けて通れな

い状況であるということでございます。これは、

国のほうでも方針を掲げておりますけれども、

中学校の部活動の地域展開において、令和８年

度から13年度まで改革実行期間というふうに位

置づけておりまして、まず休日については全て

移行をして、平日についてもできるところから

移行していきますよという方針を掲げていると

いうことでございます。そういった中で、この

活動の受皿として総合型地域スポーツクラブの

設置が必要と判断し、令和７年度の設立に向け

て動いているといった状況です。 

  クラブの設立、先ほど申し上げた令和７年度

内を目標としておりますけれども、ただつくっ

たからといって、すぐに部活動を総合型地域ス

ポーツクラブのほうに全部活動を移行するとい

うことは、なかなか難しいというふうに思って

おります。中学校等々の競技、活動場所や送迎、

そういった課題もありますことから、できると

ころから順次移行をさせていきたいというふう

に考えております。したがって、すぐ設立した

からといって全部移行ということではなくて、

やはり状況を踏まえながら対応していきたいと

いうふうに考えております。 

  以上でございます。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。15、16ページ、質疑ありませ

んか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。17、18ページ、質疑ありませ

んか。 

  髙橋宏委員。 

８番  私から、このページ２つあるのですけれ

ども、ペアリフトの保守点検業務委託というこ

とで、補正でもリフトのことあったと思うので

すけれども、この委託料を合わせて、リフトの

稼働のために、かなり電気料も使用されている

と思います。管理費ということで、それも併せ

てお伺いいたします。 

委員長 生涯学習課長。 

生涯学習課長 お答えいたします。 

  湯田スキー場の電気料金でございますけれど

も、決算書87万くらいの金額というふうになっ

ているかと思いますけれども、そのうち４月か

ら11月までは結局電力を停止して稼働していな

いので、基本料金だけになるということでござ

います。これが、具体的に申し上げますと、月

２万8,443円となります。実際の稼働は、12月
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から３月までというふうになりますけれども、

この電気代を計算すると58万5,204円というこ

ととなります。全体として、これペアリフトだ

けではなくて、ボーラーリフトですとか、管理

の分もありますので、58万余がそのまま電気料

金というわけではないのですけれども、大体こ

の８割くらいというふうに考えると、12月から

３月までの電気料金は約47万円というふうに試

算できるのかなというふうに考えております。 

  以上でございます。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  利用状況を見ますと、湯田スキー場も前

年よりも増えております。豪雪地帯西和賀で、

当然スキー場はニーズもあるとは思うのですけ

れども、人口減少の中でこれから志賀来と、２

つのスキー場を維持していかなければいけない

というときに、先ほど言っていたような経費が

かかる中で、どのように経費削減に向けなけれ

ばいけないかというような検討がなされたかに

ついて伺います。 

委員長 生涯学習課長。 

生涯学習課長 お答えします。 

  スキー場だけではなくて、ちょっと体育施設

全般のお話というものをさせていただきたいと

いうふうに思います。体育施設全般の利活用と

いうものは、基本的には町の公共施設であると

いう観点から、町民にとって利用しやすい施設

であるように管理に努めているということでご

ざいます。先ほど申し上げましたとおり、いろ

いろ修繕ですとか様々取り組んでいます。コス

ト削減等も取り組んでおりますけれども、必ず

しも全ての施設が利用しやすい環境となってい

るわけではないといった面もあって、大変心苦

しく感じているということでございます。 

  現在の状況としてですけれども、施設に係る

ランニングコストが年々上昇している、電気代

もこのとおりでございます。修繕件数につきま

しても増加件数にある、これ老朽化等により壊

れてくる場所が多いということもあります。そ

れから、経過年数から見ると、大規模改修が必

要な施設も多くあるといったことから、これま

でどおり施設を運営していくというのは難しい

のではないかなというふうに当課としては考え

ているところでございます。 

  利用につきましては、町の人口減少に伴い、

利用者が減少傾向にあることから、町内外問わ

ず幅広く利用していただき、使用料としての歳

入を確保していくことも大切な要素であるとい

うふうに考えております。 

  町外の利用につきましては、具体的に申し上

げますと、湯本屋内温泉プールにおいて、指定

管理者の働きかけによって合宿の誘致ですとか、

大会の誘致、それからベスト×Ｇ―ＳＨＯＣＫ

スタジアムでございますけれども、東北の国公

立大学の野球大会、それから各種の県大会、北

上地区としての大会のほか、県内外の高校によ

る練習試合会場として利用される等、幅広く活

用されているということで、それらの活用に伴

って一定の収入を得ているといった状況です。

一方でございますけれども、県内外から利用さ

れているものの、条例において使用料が設定さ

れていない施設も中にはあるということでござ

います。これらの活用の際に、宿泊を伴う活用

として使われていくことで、施設の活用のみな

らず、経済面への波及が期待されるということ

ですので、こういったことにも取り組んでいき

たいというふうに思います。 

  以上からですけれども、当課としては、町民

がいつでも利用できるよう、繰り返しになりま

すけれども、施設の維持管理に努めるといった

ことを主としながらも、さらなる利用促進、増

加する施設維持管理費に対する負担のあり方、

さらには施設の今後のあり方といったことにつ

きましても、幅広く検討していきたいというふ

うに考えております。 

  以上です。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  詳しくいろんな施設について説明してい
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ただきました。これ一つ一つやっていくと、一

般質問みたいになってきますので、まず今日は

今の課長の説明でですけれども、もう一つ、18ペ

ージにある湯本温泉のプールの外壁修繕工事も

出ておりますので、この内容についてお聞かせ

願いたいと思います。 

委員長 生涯学習課長。 

生涯学習課長 お答えします。 

  湯本屋内温泉プール２階の、主に窓ガラスの

縁の部分が劣化をしたということで剝離をして、

細かな破片が下のほうに落下していたという状

況がありました。建物の裏側であって、正面と

比較すると危険性は低いということではござい

ますけれども、地域住民の方がまれにここを通

るということがありましたし、近隣の建物に被

害を及ぼす可能性があったことから、外壁、危

険な箇所を修繕したというのが内容でございま

す。 

  以上です。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  プールについては、9,000万、１億近いお

金をかけて大規模改修したのですけれども、そ

のときに修繕した箇所ではないところの、今回

はそういう破損とかが見られたというふうな理

解でいいのでしょうか。 

委員長 生涯学習課長。 

生涯学習課長 お答えします。 

  そのとおりでございます。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 それでは、全体を通して質問し忘れ等あ

りませんか。 

（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りをいた

します。 

  これで生涯学習課が所管する一般会計の審査

をひとまず終了したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  これで生涯学習課への審査をひとまず閉じ、

本日の日程を終了します。 

  あしたは午前９時30分から総括質疑を行いま

す。 

  本日はこれをもって散会いたします。お疲れ

さまでした。 

午後 ３時３７分 散   会 

 


